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ははじじめめにに 
 
 感染防止対策はすべての医療従事者に求められる医療安全・患者安全の

第一歩であります。自治医科大学附属病院の感染防止対策では、患者・医

療従事者双方にとって安全な医療を目指していきます。このポケット版マニュ

アルでは、すべての医療従事者に実践していただきたい、感染防止対策の

事項をまとめました。内容の変更が生じる場合には、「感染対策マニュアル

（電子版）」の内容が随時更新されるので、そちらも是非ご活用頂きたいと思

います。 
感染制御部長 

 

 
 

 
１１．． 感感染染対対策策上上のの身身だだししななみみののポポイインントト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

手指消毒剤は、常に実

施できるようにポーチに

入れ、携帯することを推

奨する。 

ポーチは汚れたら交換

する。 

医療現場では爪先が保護されたすきまのない 

足背に穴のあいていない履物を着用する。 

処置の際にカーデ

ィガンを着ない。 

・BBE ポリシー（Bare below the elbows policy） 

肘より下に何もつけない 

 

すべての医療従事者に肘より下に 

何もつけないポリシーを提唱している。 

処置の際は、腕時計を外す。 

指輪も可能な限り外す。 

 

 

ⅠⅠ．．標標準準予予防防策策  

爪は適度な長さに整

え、爪部の汚れは除

去する。 
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２２．．標標準準予予防防策策のの実実際際 
項目 内容 

 

手手指指衛衛生生 
 

手指衛生５つのタイミングの場面で、手指衛生を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療現場では、『アルコール手指消毒剤を用いた手指衛生』を

基本に行う。ただし、以下の場面では『流水と石鹸による手洗

い』が必要である。 

・目に見える汚れが付いた場合 

・下痢・嘔吐のある患者の処置をした後 

・アルコール手指消毒剤で手がべとついた時 

・輸液調製前 
 

個個人人 
防防 護護 具具

（（PPE）） 

 

血液・体液に曝露される可能性がある場合、適切に個人防護 
具を使用する。 

PPE 着着用用場場面面 

手袋 

・血液・体液に接触する可能性がある場合 
・採血、末梢静脈ライン挿入時 
・創部に触れる可能性がある場合 
※手袋は一処置ごとに交換する。手袋着

用前と外した後に、手指衛生を行う。 
※ケア以外の行為（清掃や環境整備など）

では、雑用手袋を使用する。 
ガウン 
エプロン 

衣類や露出した皮膚が、血液や体液と接

触する可能性がある場合 
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シールド付き 
マスク・ゴーグル 

吸引ケアや汚物処理など、血液・体液が飛

散する可能性がある場合 
 

 

患患者者配配置置 ・感染性病原体の拡散リスクが高い場合、可能な限り個室隔離

とする。 

・個室管理が難しい場合は、同じ微生物を保菌あるいは感染し

ている患者を同じ病室で管理する（コホーティング）。   

リリ ネネ ンン とと

洗洗濯濯物物のの

取取りり扱扱いい 

・使用前の清潔リネンは、手指衛生をして取り扱う。 

・使用後のリネンは、病原微生物で汚染されている可能性があ

るため、適切な個人防護具を着用して取り扱う。 

鋭鋭利利器器材材

のの取取りり扱扱

いい 

使用済みの鋭利器材は、速やかに耐貫通性容器に廃棄する。 

 

呼呼吸吸器器 
衛衛生生/ 
咳咳エエチチケケ

ッットト 

咳やくしゃみなどの呼吸器症状を伴う疾患を、他の人にうつさな

いようにする対策。 

・・マスクは、きちんとプリーツを伸ばして鼻橋にもフィットさせて

鼻と口をきちんと覆う。 

・不用意にマスクに触らない（不用意に首より上の顔周囲を触

らない）。 

・使用したマスクはゴム紐を持ち、速やかに廃棄する. 

・咳やくしゃみが出るとき、とっさの場合、咳やくしゃみを手で受

けず、上腕付近の袖で受けるなどの工夫をする。 

 

厚労省 HP
より 

6



3 
 

 

安安全全なな 
注注射射手手技技 

・滅菌された注射器具（針、シリンジ、など）は汚染しないように

注意する。 

・調剤時は、手指衛生を実施し未滅菌手袋とマスクを着用す

る。 

腰腰椎椎穿穿刺刺

時時 
・腰椎穿刺を施行する際は、マスク、ガウン、シールド付きマス

ク（ゴーグル）を着用する。 

 
＊＊汚汚染染ののああるるリリネネンンののリリネネンン室室へへのの出出しし方方 
汚染のあるリネン（血液・体液・分泌物・排泄物等の付着がある、接触・飛

沫感染対策を行う患者に使用した物）は、以下の２つに分類して処理する。 
 

分分類類１１   
（分類２以外） 

赤ビニール袋に入れて、ランドリーボックスに入

れる（伝票不要） 
分分類類２２   
（部署名が書かれた

物品毛布、枕、羽毛

布団、化繊布団） 

赤ビニール袋に入れ、『特殊リネン消毒伝票』に

個数を記入して貼付し、ランドリーボックスに入れ

る 

 
 
３３．．手手荒荒れれ予予防防ににつついいてて    （（詳細は電子版マニュアルⅠ-1.手荒れ予防についてを参照） 

・ペーパータオルによる摩擦を避け、押し拭きする。 
・保湿クリーム等を使用し、ハンドケアを行う。 
・皮膚の裂傷・亀裂はドレッシング材で創部を保護する。 
・手袋による手荒れが見られる場合、感染制御部へ相談し、手袋の種類を

検討する。 
・手荒れがひどい場合、早めに皮膚科受診を検討する。 
・アルコール製剤による手の痛みがある場合は、ノンアルコール製剤の使

用を検討する。（申請書を感染制御部に提出。診断書は不要） 
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４４．．個個人人防防護護具具着着脱脱方方法法     
※個人防護具を着用する前に手指衛生を実施する！ 

ガガ

ウウ

ンン 

着着方方 

 
 
脱脱ぎぎ方方 

 
エエ

ププ

ロロ

ンン 
 

着着方方

 

PPE のススメ,サラヤ株式会社医療従事者向けサイト「Medical 
SARAYA」 
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エエ

ププ

ロロ

ンン 
 
 
 
 
 

脱脱ぎぎ方方 

 

ママ

スス

クク 

付付けけ方方

 
外外しし方方 
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シシ
ーー
ルル
ドド
付付
きき
ママ
スス
クク 

付付けけ方方 

 
外外しし方方  マスクと同様 
 

手手

袋袋 
付付けけ方方 

 
外外しし方方
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N
95
ママ

スス

クク 

付付けけ方方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外外しし方方 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

①① ママススククのの表表面面にに触触らら

なないいよよううににしし、、ママススクク

のの首首のの後後ろろののゴゴムム

ババンンドドをを外外すす。。 

②② 次次のの頭頭頂頂部部ののゴゴ

ムムババンンドドをを外外すす。。 
③③ ママススククをを顔顔かからら外外

しし、、感感染染性性廃廃棄棄物物

容容器器にに廃廃棄棄ままたたはは

封封筒筒にに保保管管すするる。。 

個人防護具（PPE）の使用,新型コロナウイルス感染症（COVID⁻ ）医療従事者向け情報 ３

※※ユユーーザザーーシシーールルチチェェッッククはは毎毎回回必必ずず実実施施すするる 
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５５．．個個人人防防護護具具着着脱脱手手順順     
※※個個人人防防護護具具をを着着用用すするる前前にに、、手手指指衛衛生生をを実実施施すするる！！ 

 
 

    

（（必必要要時時））  

    

（（必必要要時時））  
 

      

  

（（使使用用時時））  
  

着着るる 脱脱ぐぐ 

  

((隔隔離離エエリリアアをを出出てて))  
    

    

汚汚染染ししたた部部位位にに 
触触れれたたらら 

同上 

同上 

12



9 
 

 
 
 

当院で検査した特定の感染症結果は、JUMP3 の患者プロフィール「感染

症」に反映され、患者情報バー、感染症マップに表示される。感染症マップ内

は、感染対策が必要な患者が、色別に表示される。 

転・入院などで、他院の感染症検査結果で感染予防策が必要な場合は、

感染症マップに表示されないため、各部署で患者プロフィールからの入力が

必要である。 
 

１１．．接接触触予予防防策策・・飛飛沫沫予予防防策策  

感染症マップの経路別予防策の表示のとおり、「特殊」、「接触」、「飛沫」

はすべて接触予防策を実施する。  

※上記以外の詳細な感染対策については、「感染対策・隔離解除基準等」

を参照する。 

２２．． 空空気気予予防防策策  

喀痰塗抹陽性結核症例、麻疹症例、水痘および免疫不全を伴う帯状疱疹

（播種性帯状疱疹）を疑う場合も含めて患者を必ず個室隔離とする。 

1） 陰圧管理室への収容が望ましいか、感染制御部と相談する。 

2） どの病室もドアは必ず閉じる。 

3） リスクスタッフにより感染制御部と相談の上、MINTIE ECU（ミンティ）を

病室前廊下に設置して簡易陰圧前室を準備する。 

※ミンティについては感染防止対策マニュアル（電子版）Ⅱ章参照 

移乗 
抱える行為がある場合、ガウンなどの個人防護具を着用

する。 

移送 

移送時に、ガウン、手袋などの個人防護具は着用しな

い。ただし、挿管中など、移送中に処置を行う可能性があ

る場合のスタッフのみ、個人防護具を着用する。 

患者および 

面会者の 

指導 

マスクの着用。 

部屋の出入り、トイレ前後など手指衛生の指導。 

【注意事項】面会は病棟内の共有スペース（デイルーム、

調乳室など）の利用を避ける。 

＊不明な点は、感染制御部に問い合わせる。 

ⅡⅡ．．感感染染経経路路別別予予防防策策  
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4） 病室入室時はN95マスクを装着するが、明らかな汚染や不具合がない

限り、N95 マスクは繰り返し使用してもよい。 

5） 麻疹、水痘、播種性帯状疱疹の患者の場合、医療従事者の抗体陽性

が確認されていれば接触予防策の対応でよい。 

6） 空気予防策を実施している間、患者は可能な限り病室の外に出ない。 

7） 中央部門の利用などは最低限とし、必ず事前に連絡して受け入れ状況

を確認する。 

8） 患者が病室の外に出る際は必ずマスクを着用する（患者は N95 マスク

の着用はしない）。 

9） 空気予防策の解除については、感染制御部に相談する。 

10） 結核症例および結核疑い症例の取り扱いは感染防止対策マニュアル

（電子版・「結核と非結核抗酸菌症」参照） 

３３．．感感染染対対策策ピピククトトググララムムににつついいてて  

感染対策が必要な部屋の前（大部屋の場合は患者ゾーン内）にピクトグラ

ムを掲示し、院内職員に感染対策の実施を促し、感染の水平伝播を防止

する。 

接触予防策 

飛沫予防策 

 

【マスク・ガウン・手袋

着用】 

・アルコール製剤の 

効く細菌やウイルス 

・新型コロナウイルス 

・インフルエンザ 

・多剤耐性菌等 

接触予防策 【マスク・ガウン・手袋

着用】 

・ｱﾙｺｰﾙ製剤の効き

にくい細菌やｳｲﾙｽ 

・感染性胃腸炎（ﾉﾛｳ

ｲﾙｽ、ﾛﾀｳｲﾙｽなど）  

・ｸﾛｽﾄﾘﾃﾞｨｵｲﾃﾞｽ･ﾃﾞｨ

ﾌｨｼﾙ 

接触予防策 

空気予防策 

【N95 マスク・ 

ガウン・手袋着用】 
・麻疹、水痘 
播種性帯状疱疹 
（抗体のある医療スタ
ッフはサージカルマス
クでよい） 
・新型コロナウイルス
で曝露リスク大や、 
エアロゾル発生処置
時 

空気予防策 【N95 マスク着用】 

・結核 
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必要時、以下のピクトグラムを追加する。 
 

接触予防策 

飛沫予防策 

【キャップ着用】 

・角化型疥癬 

・髪の毛の保護が

必要な感染症患者

に関わる際 

飛沫予防策 【シールド付き 

マスク着用】 

・咳嗽がある場合 

・吸引、挿管・抜管

処置など飛沫のリス

クを伴う処置時 

 
４４．． 感感染染症症ママッッププににつついいてて  
・ 当院で検査した特定の感染症結果は、電子カルテの患者プロフィール

内の「感染症」に結果が反映され、患者情報バーや感染症マップに表示

される。 

・ 感染対策が必要な患者は、感染症マップ内では色別に表示される。 

・ 転院元の感染症検査結果で感染予防策が必要な場合は、感染症マップ

に表示されないため、各部署で患者プロフィールから必要な感染対策に

ついて入力する必要がある。 

・ 感染症マップの感染経路別予防策の表示に沿って、感染対策を実施す

る。 

  【【患患者者情情報報ババーーででのの確確認認方方法法】】  

患者情報バーの「血」「接」など表示されている文字をクリックすると検査結

果が確認できる。 

 
 
 
 
 

 
 

 

●接触予防策
髪の毛の保護が必要な感染症患者にかかわ
る際に使用

角化型疥癬

●飛沫予防策
咳やくしゃみなどの症状がある場合、吸引行
為、挿管・抜管処置など、飛沫のリスクを伴う
処置の場合に使用

●接触予防策
髪の毛の保護が必要な感染症患者にかかわ
る際に使用

角化型疥癬

●飛沫予防策
咳やくしゃみなどの症状がある場合、吸引行
為、挿管・抜管処置など、飛沫のリスクを伴う
処置の場合に使用

鼻腔

例）血液感染 

  接触感染 

細菌・ウイルス名

検出日

検出部位（コメント）
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《入院場所》 

ICU/CCU・NICU/GCU・PICU  

個室隔離・接触予防策 

（NICU/GCU・PICU 

ゾーニングし隔離可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※状況により

個室隔離が難

しい場合は、

感染制御部に

ご相談くださ

い。 
 
 
※詳細は、感染対策マニュアル（電子版）「薬剤耐性菌隔離に関する 

フローチャート（MRSA.ESBL.AmpC）」参照 
 

  

【【高高リリススクク】】 
個個室室隔隔離離 

接接触触予予防防策策 
（こども医療セン

ターは、大部屋

でゾーニングし

て隔離可） 

【【低低リリススクク】】 
大大部部屋屋可可 

標標準準予予防防策策 
 

《患者に指導すること》 
●室外に出る時は 
マスクを着用する 
（特に創部などの処置

時は必須） 
●病室出入り時・トイ

レの後に、手洗いや手

指消毒をする 

【【中中リリススクク】】 
大大部部屋屋可可  接接触触予予防防策策 
 (対応の詳細は電子版参照) 

 

《医療スタッフが実施すること》 
●患者エリアでの手袋着用 
●検出部位に触れる可能性が

ある時は接触予防策 
（例：上気道や喀痰から検出さ

れ、吸引する時） 
●患者周囲の環境清拭の強化

（各勤務で実施） 

《患者に指導すること》 
低リスクと同様 

薬薬剤剤耐耐性性菌菌隔隔離離にに関関すするるフフロローーチチャャーートト  

((MMRRSSAA・・EESSBBLL 産産生生菌菌・・AAmmppCC 産産生生菌菌))  

MMRRSSAA・・EESSBBLL 産産生生菌菌・・AAmmppCC 産産生生菌菌＊＊がが検検出出  
＊＊EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii((大大腸腸菌菌))、、KKlleebbssiieellllaa  ppnneeuummoonniiaaee((肺肺炎炎桿桿菌菌))のの場場合合  

《入院場所》 その他の部署 

検出部位・拡散リスクの評価により 
感染予防策を決定 

（リスク評価表は電子版マニュアルを 
参照） 

※医療スタッフが、適切なタイミングでの

手指衛生、手袋着脱・交換を厳守するこ

とを前提とする。 
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1. 下痢・吐物対応フロー 

1） 下痢の定義 

下痢は、消化吸収能力の機能低下や、毒物の服用、何等かの感

染症、薬剤の副作用、内分泌疾患によって発生する便が泥状や水様

の症状である。多くの場合、排便回数の増加（1 日 3 回以上）を伴う。

瀉下薬（下剤）の服用に伴い生じる下痢様症状は除外する。 
 

 

2） ブリストールスケール 

 

 

 

＊便の状態は、ブリストールスケールにより評価する。 

＊⑥⑦の便の状態を下痢と判断する。 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．疾患別感染予防策 

硬くてコロコロの兔糞状の便 

ソーセージ状だが硬い便 

表面にひび割れのある 
ソーセージ状の便 

表面がなめらかで柔らかい

ソーセージ状の便 
ソーセージ状の便 

はっきりとしたしわのある 
軟らかい半分固形の便 

境界がほぐれて、ふにゃふに

ゃの不定形の便、泥状の便 

水様で、固形物を含まない

液体状の便 
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33）） 入入院院患患者者のの下下痢痢治治療療とと感感染染対対策策フフロローー  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はい 
いいえ 

クロストリディオイデス・ディフィシル（CDI）の検査オーダー 

ブリストールスケール⑥⑦※で、1 日 3 回以上の下痢がある。 

かつ、過去 1 か月～現在、抗菌薬を使用している（使用していた）。 

毒素陽陽性性抗原陽陽性性 

・可能であれば抗菌薬の中止 

・CDI に対する治療開始 

・個室隔離・接触予防策 

 
 

CDI 確定 

下痢が改善し 48 時間経過 

かつ  

CDI に対する治療が終了す

れば隔離解除 

＊C. difficile 確認のための 

検査は不要 

他の下痢の原因検索 

臨床判断にて 

治療の有無を決定 

治療なし 治療が必要と 

判断 

ウイルス性胃腸炎 

喫食の確認 

周囲の胃腸炎流行状況の確認 

（緩下薬などの医原性の下痢も

含め感染性の有無を判断する） 

下下痢痢がが発発生生 便便処処置置をを行行うう時時はは、、ガガウウンン・・手手袋袋をを着着用用しし、、接接触触予予防防策策をを 
講講じじるる。。可可能能ででああれればば個個室室管管理理ととすするる。。 

感染性があると

判断 

⇒それに伴う 

治療と個室隔離 

接触予防策 

消化器症状が改

善し、1 週間経過

後に隔離解除 

感染症以外の 

原因 

⇒それに伴う治

療と標準予防策 

（便処置後は、 

流水と石鹸によ

る手洗いを厳守

する） 

毒素陰陰性性抗原陽陽性性 毒素陰陰性性  

抗原陰陰性性 
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44）） 病病院院ゾゾーーンンににおおけけるる吐吐物物処処理理対対応応フフロローー  
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44）） 病病院院ゾゾーーンンににおおけけるる吐吐物物処処理理対対応応フフロローー  
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55）） 吐吐物物処処理理  

・ 吐物処理の注意点 

① 作業者自身が感染しないこと 

② 汚染範囲を広げないこと 

③ 消毒を確実に行うこと 

・ 目に見えない吐物の飛散を考え、半径 2m程度は汚染区域と定め、処

理に関わる職員以外の立ち入りを禁止する 

・ ノロウィルスの場合、感染力が非常に強く、嘔吐した場所の近くにいる

人が浮遊ウィルスを吸い込むと容易に感染するため、周囲にいる人

は離れた場所へ移動させる 

・ 防護具着用前には、ポケットの中身を出しておく。指輪・時計は外す、

髪はまとめておく。 

・ 処理後は、流水と石鹸で手洗いを行い、必要時にはユニフォームを交

換する。 
 

66））     吐吐物物処処理理方方法法 

＜＜必必要要物物品品＞＞  

・アイソレーションガウン １枚 

・シールド付きマスク １枚 

・雑用手袋 2～3 セット 

・ペーパータオル 数枚 

・ビニール袋（大） 2 袋 

・医療施設用泡ハイター® 
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22.. 感感染染対対策策・・隔隔離離解解除除基基準準  
  

＜＜共共通通のの対対応応＞＞  

⚫ 個室隔離：原則トイレ付個室。トイレがない場合、付き添いで共用トイレ使

用可（使用後は環境クロスで清拭する）またはポータブルトイレを使用す

る。 

⚫ 物品管理：可能な範囲で専用化。専用化できないものは適正な消毒薬で

消毒すれば共有可。室内に入れたディスポ製品（手袋、サクションカテ―

テル等）は破棄する。 

⚫ 室外活動：原則室内のみとする。 

・検査・診察は原則、往診対応。困難な場合は、最終枠に入れてもらう。 

・リハビリは原則ベッドサイドで行う（室外リハビリを希望の場合は感染制御

部に対応を相談する） 
 

＜＜用用語語＞＞  

隔離期間 隔離が必要な期間 

曝露患者 陽性者と接触した患者の対応 

浴室 共有浴室の使用の可否 

洗濯 院内洗濯機の使用の可否 
 

細菌・ウイルス・疾患名 感染対策 対策詳細 浴室 洗濯 
カーテ

ン交換 

多多剤剤耐耐性性アアシシネネトト

ババククタターー（（MMDDRRAA））    

二二剤剤耐耐性性アアシシネネトト

ババククタターー  

接触 隔離期間 

原則解除しない 

✕ ✕ 要 

多多剤剤耐耐性性緑緑膿膿菌菌

（（MMDDRRPP））                        

二二剤剤耐耐性性緑緑膿膿菌菌  

✕  ✕  要  

カカルルババペペネネムム耐耐性性

腸腸内内細細菌菌目目細細菌菌

（（CCRREE））  

✕  ✕  要  

ババンンココママイイシシンン耐耐

性性腸腸球球菌菌（（VVRREE））  

✕  ✕  要  
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細菌名・疾患名 感染対策 詳細 浴室 洗濯 
カーテ

ン交換 

MMRRSSAA  高・中ﾘｽｸ

は接触 

隔離期間 MRSA・

ESBL 産生菌隔離解

除ﾌﾛｰ参照 

 

〇 

高リｽ

ｸは

最後

に 

〇 要 

AAmmppCC 産産生生菌菌    

((EE..ccoollii、、KK..ppnneeuummoonniiaaee  

ののみみ））  

EESSBBLL 産産生生菌菌  

ククロロスストトリリデディィオオイイ

デデスス・・デディィフフィィシシルル  

接触 

 

 

 

 

隔離期間 

下痢ﾏﾆｭｱﾙ参照 

✕ ✕ 要 

髄髄膜膜炎炎菌菌  

接触・飛沫 

 

 

隔離期間 

有効な治療開始か

ら 24 時間 

最後

に〇 

〇 要 

AA 群群溶溶連連菌菌  

隔離期間 

有効な治療開始か

ら 24 時間 

最後

に〇 

〇 要 

百百日日咳咳  

隔離期間 

特有な咳が消失す

るまで、または有効

な治療開始から 5

日間 (ワクチン接種が３

回終了していない場合は要

相談) 

最後

に〇 

〇 要 

ママイイココププララズズママ  

肺肺炎炎  

隔離期間 

症状消失まで 

最後

に〇 

〇 要 

結結核核  

空気 隔離期間 

要相談 

・物品管理は通常対

応 

 

✕ 〇 不要 
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細菌・ウイルス・疾患名  感染対策 対策詳細 浴室 洗濯 
カーテン

交換 

腸腸管管出出血血性性大大腸腸

菌菌 OO‐‐１１５５７７  

（（ベベロロ毒毒素素あありり））  

接触 

 

隔離期間 

下痢ﾏﾆｭｱﾙ参照 

面会 最小限 

✕ ✕ 要 

感感染染性性胃胃腸腸炎炎  

（（ノノロロウウイイルルスス  

ロロタタウウイイルルスス））  

隔離期間 

症状消失後 1 週間

まで 

曝露患者 

最終接触～2 日目

まで隔離 

面会 最小限 

✕ 

要相

談 

✕ 要 

新新型型ココロロナナ  

ウウイイルルスス  

  

  

  

接触・飛沫 隔離期間 

発症から 10 日間

（免疫不全者は隔離

解除ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ参照） 

曝露患者 

最終接触～5 日間

隔離 

面会 患者と面会者

が、お互いマスク着

用できる場合は面会

可 

✕ 

要 相

談 

要相

談 

不要 

イインンフフルルエエンンザザ  

接触・飛沫 隔離期間 

発症から 7 日間（免

疫不全者は要相談） 

曝露患者 

最終接触～3 日目ま

で隔離 

面会 最小限 

 

 

✕ 

要 相

談 

〇 不要 

ピクトグラム

は曝露リスク

により選択 
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細菌・ウイルス・疾患名  感染対策 対策詳細 浴室 洗濯 
カーテ

ン交換 

RRSS ウウイイルルスス              

ヒヒトトメメタタニニュューーモモ  

ウウイイルルスス                      

パパラライインンフフルルエエンン

ザザ  

接触・飛沫 
 
 
 
 
 

隔離期間 

症状消失まで 

（免疫不全者は要相

談） 

曝露患者 

症状観察 

面会 最小限 

✕ 

要相

談 

〇 不要 

風風疹疹  

接触・飛沫 
 
 
 
 
 
 
 
 

隔離期間 

発疹の出現から 7

日間 

曝露患者 

初回接触 5 日目～

最終接触 21 日目ま

で隔離 

面会 最小限 

✕ 

要 相

談 

〇 要 

流流行行性性耳耳下下腺腺炎炎  

（（ムムンンププスス））  

隔離期間 

耳下腺腫脹後 

9 日間 

曝露患者 

初回接触 14 日目～

最終接触 21 日目ま

で隔離 

面会 最小限 

✕ 

要 相

談 

〇 要 

アアデデノノウウイイルルスス  

（（EEKKCC あありり））  

接触 隔離期間 

発症から 2 週間（免

疫不全者は要相談） 

曝露患者 

初回接触 8 日目～

14 日目まで隔離 

面会 最小限 

✕ 

要 相

談 

✕ 要 
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細菌・ウイルス・疾患名  感染対策 対策詳細 浴室 洗濯 
カーテン

交換 

アアデデノノウウイイルルスス  

（（EEKKCC ななしし））  

 隔離期間 

下痢の場合は下痢ﾏ

ﾆｭｱﾙ参照。 

それ以外は症状消

失まで。 

曝露患者 

症状観察 

面会 最小限 

✕ 

要 

相 

談 

✕ 要 

麻麻疹疹  

空気・接触 隔離期間 

発熱・カタル症状・発

疹出現から 4 日間 

曝露患者 

初回接触 5 日目～

最終接触 21 日目ま

で隔離 

✕ 

要 

相 

談 

〇 要 

※１ 

水水痘痘  

隔離期間 

全ての痂疲形成確

認まで 

曝露患者 

初回接触 8 日目～

最終接触 21 日目ま

で隔離 

✕ 

要 

相 

談 

〇 要 

※１ 

（（免免疫疫不不全全患患者者））  

播播種種性性帯帯状状疱疱疹疹  

隔離期間 

全ての痂疲形成確

認まで 

曝露患者 

症状観察 

 

 

 

✕ 

要 

相 

談 

〇 要 

※１ 

抗
体
が
あ
る
医
療
者
は
空
気
予
防
策
不
要 

（ 

原
則
、
抗
体
の
な
い
者
は
入
室
を
避
け
る
） ※１患者退室後

は、部屋を閉め

きり時間を空け

てから清掃する 
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細菌・ウイルス・疾患名  感染対策 対策詳細 浴室 洗濯 
カ ー テ

ン交換 

ササイイトトメメガガロロ  

ウウイイルルスス  

標準 
妊婦は入室

を避ける 

・隔離なし 

・物品管理は通常 

・室外活動制限なし 

〇 〇 不要 

アアメメーーババ赤赤痢痢  標準 〇 〇 不要 

レレジジオオネネララ  〇 〇 不要 

疥疥癬癬((角角化化型型））  

接触 
 
 
 
 

隔離期間 

治癒確認まで。対応

の詳細は以下参照 

曝露患者 

感染制御部に相談 

面会 最小限 

〇 

以下 

参照 

✕ 

以下

参照 

要 

*曝露した患者の対応の隔離期間について CDC ガイドライン 2007 を参考 

 疥癬の感染対策について 疥癬診療ガイドライン（第 3 版）を参考 

角角化化型型疥疥癬癬患患者者のの感感染染対対策策    

以下に示した感染対策は治療が既に始まっていることを前提にしている。 

治療は疥癬における最優先の感染対策。 

【環境清掃】汚染の物理的除去が必要であり、室内や高頻度接触面の環境清拭クロスで

の拭き取りに加え、落屑は粘着テープなどで除去する。清掃業者には、「疥癬」である

ことを伝え、清掃を依頼する｡ 

【物品管理】共有物品はベッドパンウォッシャーで洗浄可能なものは洗浄する。ベッドパン

ウォッシャーで洗浄不可のものは、環境清拭クロスで拭く。環境クロスでの拭き取りが

難しい物品は、ビニール袋に入れて密封し 72 時間放置してから室外に出す。 

【浴室】浴室の使用は最後とし、使用後に浴槽や床、壁は水で流す。脱衣所はモップや粘

着テープで落屑を除去する。使用後の物品は、ビニール袋に入れ、密閉し病室まで

持ち運ぶ。シャンプーなどの日用品は個人のものを使用する。 

【洗濯】院内洗濯不可。自宅に衣類を持ち帰る時はビニール袋に入れ密閉する。 

【リネン】軟膏塗布等の治療や清拭のたびに、リネン交換を行う。衣類は可能な限り毎日

交換する。リネン室に連絡し、回収用の専用かごを準備してもらう。使用後のリネンは

静かに取り扱い、赤ビニール袋に入れ密封し、専用かごに入れる。（疥癬と明記する）。

リネンの回収は、初回のみリネン室に電話をし「疥癬」患者がいることを伝える。 

【スタッフのユニフォーム】 

ユニフォームは毎日交換する。不足が考えられる場合は、看護部に問い合わせする。

脱いだユニフォームは、別に赤ビニール袋に入れ、「疥癬」と明記し、ランドリーに入れ

る。 
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33.. そそのの他他のの感感染染症症とと感感染染対対策策  
➢ 個室隔離・隔離期間・面会等については感染制御部へ問い合わせる 
 

 

 

 

 

（五十音順） 

感染症名 媒介物質 感染経路 感染対策 

咽咽頭頭結結膜膜熱熱  感染者の気道分泌物、 

感染者の便、 

汚染された手指・物品 

接触 

飛沫 

接触 

オオウウムム病病  感染鳥の排泄物 飛沫 

接触 

標準 

急急性性灰灰白白隨隨炎炎  

（（ポポリリオオ））  

感染者のふん便、 

汚染された手指、 

汚染された飲食物 

経口 

接触 

飛沫 

標準 

狂狂犬犬病病  感染動物（イヌ、ネコ、コウモ

リなど）の唾液 
咬傷 標準 

ココレレララ  感染者の吐物・便、 

汚染された飲食物 
経口 

 

標準（おむつ使用、

失禁状態などの状

態に応じて接触予

防策を追加） 

細細菌菌性性赤赤痢痢  感染者の便、 

汚染された手指・物品・環境、 

汚染された飲食物 

経口 

接触 

接触 

重重症症急急性性呼呼吸吸

器器症症候候群群

（（SSAARRSS））  

感染者の気道分泌物、 

汚染された手指・物品・環境、

糞口感染もあると考えられ

る。動物からの感染が疑われ

る。 

接触 

飛沫 

接触 

飛沫 

空気 

腸腸チチフフスス  感染者の便、 

汚染された手指・物品・環境、 

汚染された飲食物 

経口 

接触 

標準 

手手足足口口病病  

  

  

  

感染者の便、 

水疱内容物 
接触 

飛沫 

接触 

飛沫 

※ウィルスの便へ

の排出は、回復後も

2～4 週間と長期に

渡ることがある 

感染対策の種類 標準：標準予防策のみで対応 

接触：標準予防策＋接触予防策で対応 

空気：標準予防策＋空気予防策で対応 
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感染症名  媒介物質 感染経路 感染対策 

伝伝染染性性紅紅斑斑  感染者の気道分泌物 接触 

飛沫 

接触・飛沫 

※紅斑出現時まで

は経路別予防策を

追加する 

痘痘そそうう  感染者の気道分泌物・ 

水疱内容物 
飛沫 

接触 

接触 

飛沫 

突突発発性性発発疹疹  感染者の唾液 

（乳児に多い） 
接触 

飛沫 

接触 

飛沫 

鳥鳥イインンフフルルエエンン

ザザ  

（（HH55NN11、、HH77NN99））  

感染動物 

（家禽あるいは野生鳥） 
飛沫 

接触 

接触 

飛沫 

梅梅毒毒  感染者の血液・体液 性行為 

母子 

標準 

破破傷傷風風  環境（土壌） 経皮 

（ 創傷部

位）感染 

標準 

パパララチチフフスス  感染者の便、 

汚染された手指・物品・環境

汚染された飲食物 

経口 

接触 

標準 

ヘヘルルパパンンギギーー

ナナ  

感染者の排泄物、 

咽頭分泌物 
経口 

接触 

飛沫 

接触 

飛沫 

ママララリリアア  感染蚊（ハマダラカ）、 

感染者の血液 
節足動物 

媒介 

標準 

AA 型型肝肝炎炎  感染者の便 

汚染された水 
経口 

接触 

性行為 

標準(おむつ使用、

失禁状態など患者

の状態に応じて接

触予防策を追加) 

BB 型型肝肝炎炎  感染者の血液・体液 血液媒介 

性行為 

母子 

標準 

CC 型型肝肝炎炎  感染者の血液 血液媒介 標準 
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感染症名  媒介物質 感染経路 感染対策 

伝伝染染性性紅紅斑斑  感染者の気道分泌物 接触 

飛沫 

接触・飛沫 

※紅斑出現時まで

は経路別予防策を

追加する 

痘痘そそうう  感染者の気道分泌物・ 

水疱内容物 
飛沫 

接触 

接触 

飛沫 

突突発発性性発発疹疹  感染者の唾液 

（乳児に多い） 
接触 

飛沫 

接触 

飛沫 

鳥鳥イインンフフルルエエンン

ザザ  

（（HH55NN11、、HH77NN99））  

感染動物 

（家禽あるいは野生鳥） 
飛沫 

接触 

接触 

飛沫 

梅梅毒毒  感染者の血液・体液 性行為 

母子 

標準 

破破傷傷風風  環境（土壌） 経皮 

（ 創傷部

位）感染 

標準 

パパララチチフフスス  感染者の便、 

汚染された手指・物品・環境

汚染された飲食物 

経口 

接触 

標準 

ヘヘルルパパンンギギーー

ナナ  

感染者の排泄物、 

咽頭分泌物 
経口 

接触 

飛沫 

接触 

飛沫 

ママララリリアア  感染蚊（ハマダラカ）、 

感染者の血液 
節足動物 

媒介 

標準 

AA 型型肝肝炎炎  感染者の便 

汚染された水 
経口 

接触 

性行為 

標準(おむつ使用、

失禁状態など患者

の状態に応じて接

触予防策を追加) 

BB 型型肝肝炎炎  感染者の血液・体液 血液媒介 

性行為 

母子 

標準 

CC 型型肝肝炎炎  感染者の血液 血液媒介 標準 
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４４．． 隔隔離離解解除除フフロローー  

 

27 
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55.. 結結核核とと非非結結核核性性抗抗酸酸菌菌症症  
１１）） 結結核核発発見見ののたためめのの指指針針  

結核の可能性が高い症例では、頻回に喀痰塗抹抗酸菌染色検査を行う。 

＊排菌を否定するには、 

3 回連続（8 から 24 時間空けて採取）喀痰（または胃液）の塗抹抗酸菌染

色検査陰性と 

１検体の結核菌 PCR 検査陰性の確認が原則として必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

【結核を疑った場合の対応フロー】 

すべての診療科で、結核を疑ったときは、除外できるまで結核患者として

対応する。結果が出るまでは、感染症タグ「空気」➔「「結結核核」」＋＋にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喀痰塗抹抗酸菌染色検査は夜間緊急でも可能 
 

臨床検査部連絡先  

通常時： 内線 2202 (細菌検査室) 

夜間緊急時（通常業務時以外）：内線 2207 (臨床検査技師当直) 

結結核核のの可可能能性性あありり  

患患者者ははササーージジカカルルママススククをを着着用用すするる  

入入  院院  外外  来来  

空空気気予予防防策策  

●●個個室室隔隔離離  

・・陰陰圧圧病病室室がが望望ままししいい  

・・通通常常のの個個室室のの場場合合ははドドアアをを常常時時

閉閉鎖鎖  

  

●●医医療療者者・・家家族族はは NN9955 ママススクク着着用用  

＊＊原原則則ガガウウンンはは不不要要  

  

空空気気予予防防策策  

●●隔隔離離ブブーーススへへ移移動動  

・・１１階階隔隔離離問問診診室室  

・・採採痰痰ブブーースス  

  

●●医医療療者者ははNN9955ママススクク着着用用  

＊＊原原則則ガガウウンンはは不不要要  
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２２）） 抗抗酸酸菌菌検検査査にによよるる隔隔離離対対応応フフロローー  
 

 

（（１１））入入院院のの場場合合  ※必ず個室で実施し、空気感染予防策を実施する！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

痰痰のの喀喀出出ががででききるる？？  ははいい  いいいいええ  

喀喀痰痰抗抗酸酸菌菌検検査査  

塗抹・培養検査を 8 から 24 時間空

けて 3 回連続実施 

TB-PCR 検査を少なくとも 1 回実施 

 

吸吸入入ををかかけけてて誘誘発発  

 
喀喀出出不不可可  

胃胃液液でで代代用用（（早早朝朝、、起起床床時時にに採採

取取すするるののがが望望ままししいい））  

塗抹・培養検査を 3 回連続実施 

TTBB--PPCCRR((＋＋))  TTBB--PPCCRR((－－))  TTBB--PPCCRR((－－))  TTBB--PPCCRR((＋＋))  

塗塗抹抹すすべべてて（（－－））  塗塗抹抹（（＋＋）） 

空気予防策解除 

非結核性抗酸 

菌症の可能性 
＊MAC-PCR を 

実施 

肺肺結結核核 

空空気気予予防防策策継継続続 

結結核核病病床床をを有有すするる 
病病院院へへ転転院院 

抗抗結結核核薬薬をを 
2 週週間間投投与与 

臨臨床床結結果果良良好好 

空空気気予予防防策策解解除除 

強強くく疑疑うう

場場合合はは 
気気管管支支鏡鏡

検検査査ななどど

もも考考慮慮 

肺肺結結核核

除除外外 

空空気気予予防防策策解解除除 
感染対策マニュアル 
参照 

喀喀出出可可  
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（（22））外外来来のの場場合合  

※  必ず採痰ブースで実施すること（外来採痰ブースは中央処置室１に設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３３）） 抗抗酸酸菌菌検検査査のの結結果果判判定定  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

４４）） 入入院院中中のの感感染染対対策策    

感染防止対策マニュアル（電子版） Ⅱ－3 空気予防策参照 
 

（ ） 透析実施場所選択のための判断フロー 

 

 

 

 

 

 
 

 ※判断に迷う時は、感染制御部に連絡する。  

透透析析実実施施  

場場所所  

入入院院透透析析ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー

（（個個室室））  

咳・痰などの呼吸器症状がない時 

排菌がないと判断できる時 

出出張張透透析析  咳・痰などの呼吸器症状がある時 

排菌のある肺結核と診断されている時 

喀喀痰痰抗抗酸酸菌菌検検査査 

塗塗抹抹・・培培養養・・TTBB--PPCCRR

検検査査ををセセッットトでで実実施施  

※細菌検査室

（2202）へ連絡 
塗塗抹抹（（－－））  

呼呼吸吸器器内内科科・・感感染染症症科科等等にに

相相談談、、結結核核病病床床をを有有すするる  

病病院院へへ紹紹介介  

再再検検査査（（塗塗抹抹３３回回陰陰性性ままでで））  

強強くく疑疑うう場場合合はは呼呼吸吸器器内内

科科・・感感染染症症科科等等にに相相談談  

塗塗抹抹（（＋＋））  

＊ 喀痰塗抹抗酸菌染色検査結果は当日判定   

至急の場合は、細菌検査室（2202）へ連絡する。 
 

＊ TB-PCR 検査 ： 月～金の毎日実施 

検体を 12 時 30 分までに提出 ➡結果は 16 時に報告 

検体を 12 時 30 分以降に提出 ➡結果は翌営業日に報告 
 

（保険算定の関係上）TB-PCR と MAC-PCR 検査は同時にオーダーしない。（※コメ

ント欄に、「TB-PCR 陰性時は MAC-PCR お願いします」と記載するなどの工夫が必

要） 

N95 

個室隔離中 

塗抹（＋） 

塗抹（―） 

出張透析 

呼吸器症状あり 

呼吸器症状なし 

出張透析 

入院透析 

センター 
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１． カテーテル関連血流感染予防策 
カテーテル関連血流感染（CRBSI）は、カテーテル挿入患者がハイリスク集

団であることから重症化へ移行する可能性が極めて高く、医療関連感染の

中でも厳格な感染防止策の実施が求められている。CRBSI 予防策の重要な

ポイントとしてカテーテル挿入時の無菌操作、留置中の適切な管理等が重要

となる。 

 

1） 血管内カテーテルの微生物侵入経路と要因 

 
2） 病棟における薬剤混合法 

輸液調製台の準備 

・血管内に投与する薬液は薬剤部で無菌的に調製されることが理想

である。 

① カーディガンを着用して作成しない。 

② 輸液調製台は輸液調製前に整理整頓、環境清拭クロスで清拭す

る。 

③ ベッドサイドで使用した物品は輸液調製台に持ち込まず、ワンウェ

イ管理を徹底する。 

④ 輸液調製前には流水と泡石鹸による手指衛生を実施し、未滅菌手

袋とマスクを着用する。 

⑤ 輸液調製時はその作業に専念する。 

Ⅳ. 医療関連感染防止対策 

 

① カテーテル挿入部 
皮膚の常在菌叢 
汚染した医療者の手 

② ライン接続時 
側管の消毒の不足 
菌の定着 
汚染した医療者の手 

③ 投与する薬液 
ミキシング時の

汚染 

皮膚 

血管壁 

血管内 
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アルコール綿の１枚目で汚れを 

落とすように１㎏の力（圧迫止血 

するくらいの力）で 1 方向に 1 直線

に清拭する。 

⑥ 穿刺前のバイアルやボトルのゴム栓、アンプルの表面は単包アル

コール綿を 2 枚使用し、圧迫止血する程度の力で 1 回目、2 回目

とも 1 方向拭きで清拭消毒を実施する。 

⑦ 電子機器を使用した後にも手指衛生を実施する。 

⑧ 作成後、速やかに投与する。 

⑨ 輸液調製台の上で手袋を外してはならない。外した手袋は、輸液

調製台の上に置かず速やかに廃棄容器に捨てる。 

 

３３））  カカテテーーテテルル挿挿入入部部のの皮皮膚膚衛衛生生  

（１）  可能であればシャワー浴を実施する。または、アルコール綿やディ

スポタオルで挿入部位の皮膚の汚れを取り除くように清拭を行う。 

（２） もしくは、リモイスクレンズやセキューラ CL などの皮膚洗浄剤を使用

し、皮膚汚染を除去する。（洗浄成分が皮膚に残らないように、清潔

な濡れガーゼなどを使用し十分に除去する） 

 

４４））  側側管管かかららののアアククセセスス  

側管からのアクセスの際には必ず手指衛生の上、清潔な未滅菌手袋を着

用しアクセス部は単包アルコール綿を 2 枚使用し清拭消毒をする。 

開放型の三方活栓のフタは、その都度新しいものと交換する。 

 

《側管の消毒方法》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖式コネクタ（混注部）の消毒は ２回！！ 

アルコール綿の２枚目は

消毒目的として２回目の 

清拭をする。 

【１回目】 汚れの除去 【２回目】 消毒 

圧迫止血 
する程度 
の力 

36



33 
 

５５））   カカテテーーテテルル管管理理  

  中心静脈カテーテル（末梢挿入型中

心静脈カテーテル（PICC）、血液透

析カテーテル含む） 

末梢静脈カテーテル 

挿入部位 第一選択は内頸静脈 

PICC：上腕の末梢静脈 

成人：上肢を優先 

小児：優先部位はな

い 

消毒 第一選択：1%クロルヘキシジンアル

コール（生後 2 か月未満の患者に使

用できない） 

第二選択：ポピドンヨード 

アルコール綿で皮膚の汚れを除去

後に中心から外側へ向けて 2 回以

上の清拭消毒 

単包アルコール綿 

中心から外側へ向け

て 2 回以上の清拭消

毒の後、無菌的に実

施 

ドレッシング

材の選択 

透明な滅菌ドレッシング材、症例に

よっては滅菌ガーゼで固定可 

※カテーテル感染のハイリスク患者

には、挿入後 1 週間経過後よりクロ

ルヘキシジングルコン酸塩ドレッシン

クﾞの使用を許可 

透明な滅菌ドレッシン

グ材 

 

ドレッシング

材の 

交換頻度 

透明な滅菌ドレッシンクﾞ材：週 1 回 

滅菌ガーゼ､ガーゼパット付きドレッ

シング剤（オプサイトなど）：2 日毎 

カテーテルの刺し替

えに合わせて交換 

感染防止策                  挿入時にはマキシマル・バリアプリコ

ーションを実践 

＊挿入者は手指衛生の上、マスク・

帽子・滅菌手袋・滅菌ガウンを着用

して、挿入する部位を除き可能な限

り患者の全身を覆う広い滅菌覆布で

覆い隠す 

カテーテルの交換頻

度については、電子

版マニュアル参照。 

※留置中は、静脈炎

や血管外漏出の有無

について、刺入部を

観察する 

輸液セット交

換 

週 1 回交換とし薬液も一緒に交換 カテーテルの刺し替

えに合わせて交換 

その他 PICC 挿入時の固定にはスタットロッ

クを用い、縫合は行わないことを推

奨 

血液製剤・脂肪乳剤

を投与したラインは24

時間以内に交換 
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２２．． カカテテーーテテルル関関連連尿尿路路感感染染対対策策  
カカテテーーテテルルのの必必要要性性をを常常にに確確認認、、不不要要ににななっったたららすすぐぐ抜抜去去すするる！！  

  

1） 膀胱内留置カテーテル・採尿バッグは一体化した閉鎖式膀胱内留置カ

テーテルセットを利用する。 

（1） カテーテルと採尿バッグの接続部は外さない。 

（2） 手指衛生後、キットに入っている手袋などを利用しカテーテルを挿

入する。 

（3） 1 週間以上留置が予測される場合は閉鎖式膀胱内留置シルバー

コートカテーテルセットの使用を検討する。 

2） 採尿バッグは膀胱より低い位置に保ち、排液口を 

床につけない。 

3） チューブのねじれや折れ曲がりがないように注意する。 

4） 採尿バッグからの排液時は手袋・エプロン・シールド付きマスク（または

ゴーグル）などを適切に着用し、患者ごとに手袋交換・手指衛生を実施

する。回収容器は患者ごとに個別の容器を使用し、汚物処理室へ搬送

する際は雑用手袋を使用する。 

5） 尿検体は、手指衛生の後、手袋を着用して、サンプルポートをアルコー

ル綿で 2 回清拭消毒後に採取すること。 

6） 膀胱内留置カテーテルは定期的に交換しない。 

7） 膀胱洗浄は原則として実施しない。閉塞防止のため洗浄が必要と考え

られる場合はスリーウェイのカテーテルを使用する。 

8） カテーテル留置中は、挿入部及び尿の性状の観察を行い記録する。 

キャップ 

滅菌ガウン 

全身を覆う 

滅菌オイフの使用 

滅菌手袋 

シールド付き 

マスク 

＊＊ママキキシシママルル・・ババリリアアププリリココーーシショョンン  
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３３．． 人人工工呼呼吸吸器器関関連連肺肺炎炎予予防防策策 
1） 感染防止策 

（１） 人工呼吸器回路について 

① 人工呼吸器を頻回に交換しない。加湿器を含む回路は、定期的な

交換の必要はなく、目に見える汚れや破損があれば、その都度交

換する。回路交換を行う場合は、清潔操作で行う。 

② 勤務帯毎にカフ圧を調整して誤嚥を防止する。 

③ 回路内(蛇腹)に貯留した水は、患者側(気管内)や加湿器に流入しな

いように排液する。 

④ 加湿には滅菌水を用いる。 

⑤ アンビューバック、ジャクソンリースは患者専用とする。 

⑥ 人工鼻を使用する人工呼吸器回路の場合は、人工鼻は原則 48 時

間毎の交換とする。機能的な問題や汚染された場合には、その都

度交換する。 

 

（２） 開放式気道吸引 

吸引カテーテルは単回使用とし、無菌的に吸引を行う。 

 

（３） 閉鎖式気道吸引 

① 閉鎖式吸引カテーテル用洗浄水は１回の使用ごとに廃棄すること。 

② 閉鎖式吸引システムは単回使用チューブを使用する。72 時間ごと

に新しい閉鎖式吸引システムへ交換する。 

 

（４） 気道吸引実施時は標準予防策に必要時経路別予防策を追加して実

施する。 
 

2） 適切な鎮静・鎮痛を図り、特に過鎮静を避ける 
 

3） 人工呼吸器からの離脱ができるかどうか毎日評価する 

自発覚醒トライアル(spontaneous awaking trial:SAT)/自発呼吸トライアル

(spontaneous breathing trial:SBT)を実施し、人工呼吸器離脱の可能性を

毎日評価する。 
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１． 人工呼吸器装着患者を仰臥位で管理しない 

禁忌の場合を除き、30～45°程度頭位を挙上することが必要とされてい

る。頭位挙上は、胃内容物の逆流や口腔内の分泌物が気道へ流れ込む

のを防ぐことができる。 

２． 口腔ケア 

口腔ケアは 2～3 回/日行う。 

※詳細は感染防止対策マニュアル（電子版）Ⅳ‐３-7）口腔ケア手順参照 

 

４４．． 外外科科手手術術部部位位感感染染症症（（SSuurrggiiccaall  SSiittee  IInnffeeccttiioonn::  以以下下SSSSII））  防防止止

策策のの原原則則  

1） 待機手術の症例では術前に遠隔部位の感染症を治療しておく。 

2） 適切な術前準備が出来る範囲で手術前の入院を短くする。 

3） 術野の除毛は原則的に実施せず、必要な場合には手術の直前にサー

ジカルクリッパーを使用して最低限の範囲で除毛する （カミソリ剃毛は

禁止である）。 

4） 術野の皮膚消毒は執刀予定部位から同心円状に周囲に向って十分に

広い領域を対象とする。 

5） 予防抗菌薬は、執刀時に組織濃度が維持できるように執刀開始１時間

前以内に投与する。 

6） ドレーンの留置期間は最低限とし、なるべく閉鎖式ドレーンを用いる。 

（1） チューブのねじれや折れ曲がりがないように注意する。 

（2） バッグからの排液時は、エプロン、シールド付きマスク（またはゴー

グル）、手袋などを適切に着用して、患者ごとに個別の容器を使用

して手袋は必ず交換し、手指衛生を徹底する。 

7) 手術創は滅菌ドレッシング材で被覆し、創部に問題がなければ術後 48 

時間まではがさない。 

（1） ドレッシング材を交換する際、手指衛生の後に手袋を着用して、まず

創部の状態を確認する。 

（2） 手袋は患者ごとに交換して、手袋を外した後は必ず手指衛生を実施

する。 

※詳細は感染対策マニュアル（電子版）「Ⅳ医療関連感染症防止対策」参照 
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１１．． アアウウトトブブレレイイククのの定定義義  

下記の条件ア）～ウ）に該当し、検証の結果、感染制御部長がアウトブレ

イクと認めたもの。 

【条件】 

ア） 感染対策上、対応が必要な病原体または感染症の報告（検出）件

数が、平常時の平均値に対して標準偏差の 2.5 倍を超えて増加する。 

イ） 対応が必要な病原体または感染症のうち、院内でこれまで報告（検

出）されていないものが、同時期に複数報告（検出）される。 

ウ） その他、特定の病原体または感染症が急速に院内伝播している可

能性が疫学的に示唆される。 

 

２２．． アアウウトトブブレレイイククにに対対すするる対対応応  

1） アウトブレイクあるいは異常事態発生時は、迅速に特定し対応する。 
2） すべての医療従事者は何らかの異常から感染のアウトブレイクを疑う

場合、必ず直ちに医療の質向上・安全推進センターまたは感染制御部

に連絡する。 
3） 施設内各部署での微生物分離率や感染症の発生動向から、医療関連

感染アウトブレイクあるいは異常発生を疑う場合も必ず直ちに医療の質

向上・安全推進センターまたは感染制御部に連絡する。 
4） アウトブレイクの可能性が高い場合、感染制御部は院内感染対策委員

長に報告・相談し、病院長に報告する。 
5） アウトブレイクの可能性が高いと結論された場合、その事例に対応する

（特別）対策委員会の設定を検討する。 
6） 病院長を中心に、感染制御部、院内感染対策委員長、（特別）対策委員

会は調査・介入を行い、アウトブレイクの終息、原因解明に努める。 
7） 必要に応じて、報告書を作成し、病院内で窓口を一本化して、個人情報

保護を遵守しながら情報公開を行う。 
8） 必要に応じて、外部からの協力と支援を要請する。 

 

３３．． アアウウトトブブレレイイククにに対対応応すするるたためめのの手手順順 
調調査査のの開開始始  まず症例を定義する。 

疾患の部位、病原体、リスクに曝される患者背景を検討

する。 

診診断断のの確確認認  すべての症例について定義に合致するか確認する。 

ⅤⅤ．．  アアウウトトブブレレイイククへへのの対対応応  

  

41



38 
 

アアウウトトブブレレイイクク

のの確確認認  

包括的なサーベイランスによりその施設における疾患

の通常での発生頻度が把握されている場合、調査期間

における発生頻度と比較してアウトブレイクの存在を確

認する。 

関関係係者者へへのの周周

知知  

アウトブレイクが発生していることについて当該部署や

管理部門、看護部、職員健康管理部門などの適切な部

署に連絡して協力を要請する。 

症症例例のの探探索索  アウトブレイクに関連して見逃されている症例がいない

か、診療録や検査結果記録に基いて調査する。通常は

調査対象となった最初の症例から 3 か月を目途に遡っ

て探索する。 

経経過過表表のの作作成成  患者、場所、時間を明記したアウトブレイクの経過表と

累積症例数や新規症例数の時間経過を示すグラフを作

成する。このような経過表を作成することからアウトブレ

イクの全体像を把握する。 

仮仮説説のの生生成成  文献的検索や状況の把握によりアウトブレイクの要因を

推測して暫定的な仮説を作成する。 

仮仮説説のの検検証証  統計学的な手法などにより推測した要因とアウトブレイ

クとの因果関係を検討する。収集したデータと推測され

た要因が矛盾しなければよいが、もちろん仮説は誤りで

ある場合もある。データが仮説を支持しなければ、他の

可能性を考えつつ調査を進める必要がある。 

アアウウトトブブレレイイクク

終終息息ののたためめのの

介介入入  

要因分析の結果に基づいて、アウトブレイクを終息させ

るための介入方法を検討し、関係部門の協力を得なが

ら介入を実施する。 

介介入入のの効効果果判判

定定  

アウトブレイクに関する監視を継続して、さらなる症例が

発生しないか、策定した介入が有効であったか、引き続

いて確認する。アウトブレイクを制圧するための介入策

をさらに検討する。 

結結果果のの報報告告  アウトブレイクに関連した要因分析と介入策の結果につ

いて報告書をまとめる。報告書は適切な委員会や病院

長などの管理者に配布する。 

公公表表  アウトブレイクに巻き込まれた患者への説明、院外に対

する公表、とくにマスメディアへの対応方法について検

討する。 
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１１．． 洗洗浄浄・・消消毒毒  

洗浄・消毒時は、感染性物質を含んだ洗浄液の跳ね返りや消毒剤から 

自分自身を防護するために、必ず個人防護具を身に付ける。 

洗洗

浄浄 

・中央材料室（以下、中材）で洗浄できるものは、可能な限り中材に

洗浄依頼をする 

・中材に洗浄依頼をする物品の一時洗浄は行わない 

消消

毒毒 

・中性洗剤による洗浄を行い、消毒薬に浸漬をする。 
 

ミルトン 哺乳瓶・乳首などに使用 

バイゲンラックス 医療器材・ケア用品に使用 

ディスオーパ 眼科外来・眼科病棟でのアプラネーション 

レンズに使用 

 

 
 

２２．．滅滅菌菌済済医医療療器器材材のの管管理理  

  

 【保管場所】 

 

 

 

 

 

 

次次亜亜塩塩素素酸酸ナナトトリリウウムム浸浸漬漬液液のの希希釈釈方方法法＊濃度は 500ppm（0.05％） 
 

バイゲンラックス

の場合（原液５％） 

100 倍希釈 

バイゲンラックスの量＝0.01×作成する消毒液量 

例：1000ml 作成 

＝バイゲンラックス 10mL＋水 990ｍＬ 

ミルトンの場合 

（原液１％） 

 20 倍希釈 

ミルトンの量＝0.05×作成する消毒液量 

例：1000ml 作成 

  ＝ミルトン 50mL＋水 950ml 

◆器材は洗浄してから消毒する。 ◆消毒液は８時間以内に交換する。

◆器材が浮かないよう内蓋を使用する。 

                                 

                                             

ⅥⅥ．．洗洗浄浄・・消消毒毒・・滅滅菌菌おおよよびび物物品品のの管管理理  

可能な限り扉のある

棚で保管  

（開放棚の場合、周辺

の通行が少なく、ホコ

リが少なく、湿気を帯

びる可能性のない場

所を選択） 

床から 30cm 

天井から 45cm 

外壁から 5 cmの距離

を開けて保管 
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【【保保管管方方法法】】  

・棚への過度な詰め込みは避ける。重さのあるものは重ねて保管しない。 

・滅菌物の外包が破損しないよう水平に保管して、折れや圧迫に注意し

て保管する。（輪ゴムで束ねない） 
 

  【【取取りり扱扱いい方方法法】】  

・滅菌物を取り扱う前は手指衛生を実施する。 

・滅菌有効期限や化学的インジゲータの色調、外包の破損・水濡れ・汚

染じみの有無、シール部の剥がれの有無を確認してから使用する。 

 

３３．．器器具具・・物物品品のの清清掃掃・・消消毒毒方方法法一一覧覧  

１１））  ククリリテティィカカルル器器具具：無菌の組織や血管系に挿入するもの  
器具・物品 清掃・消毒方法 

手術機器・器材など 中央材料室で洗浄後、滅菌する 

血管内留置ｶﾃｰﾃﾙ、針など ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ製品を使用する 
  

２２））  セセミミククリリテティィカカルル器器具具：：粘膜または創のある皮膚と接触するもの 
器具・物品 清掃・消毒方法 

ジャクソンリース・

アンビューバック 

使用後は、中央材料室で洗浄・消毒する 

（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ製品は、単回使用） 

尿器 

便器 

使用毎に、ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰで洗浄する。または中性

洗剤で洗浄後に、次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ浸漬液（以下、

浸漬用消毒液）に 30 分以上浸漬し乾燥させる。 

哺乳瓶・乳首 中央材料室で洗浄消毒。または中性洗剤で洗浄後

に、浸漬用消毒液に 30 分以上浸漬後、水洗いし乾燥

させる。 
  

３３）） ノノンンククリリテティィカカルル器器具具：傷のない健常な皮膚に接触するもの 
器具・物品 清掃・消毒方法 

ガーグル 

ベースン 

使用毎に、ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰで洗浄する。または中性洗

剤で洗浄後に、浸漬用消毒液に 30 分以上浸漬し乾燥

させる。 

注射トレイ 使用前に環境清拭ｸﾛｽ（以下、環境ｸﾛｽ）で清拭、定期

的（月に１回以上）に流水で洗浄する。 
配薬ボックス 患者ｴﾘｱに持ち込んだ場合は、環境ｸﾛｽで清拭する。

使用終了後は、中性洗剤で洗浄する。 
ストレッチャー 

車いす 

週に１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 
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器具・物品 清掃・消毒方法 

超音波診断装置

（エコー機器） 

 

本体 使用毎に、ﾓﾆﾀｰ部分以外をﾉﾝｱﾙｺｰﾙの

環境ｸﾛｽで清拭する。 

プローブ 

ケーブル 

使用毎に、表面のｹﾞﾙをﾍﾟｰﾊﾟｰで拭きと

り、環境ｸﾛｽで清拭する。 

※皮膚病変のある患者に使用時はﾌﾟﾛｰﾌﾞｶﾊﾞｰを装着

する。検査後はｶﾊﾞｰを外し同様の手順で清拭する。 

包交車 

採血ワゴン 

表面全体 １日１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

引き出し内 週に１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

眼に見える血液等の汚染がある箇所は泡ﾊｲﾀｰで消毒

する。 

血圧計 共有で使用 使用毎に環境ｸﾛｽで清拭する。 

患者毎に 

専用 

使用頻度に合わせて定期的に環境ｸﾛｽ

で清拭する。 

点滴調製台 

 

調製台の上 使用前に環境ｸﾛｽで清拭する。 

引き出しの

取っ手・枠 

週１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

引き出し内 

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ 

月１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

体温計 使用毎に環境ｸﾛｽかｱﾙｺｰﾙ綿で清拭する。 

聴診器  

 

全体 使用毎に環境ｸﾛｽかｱﾙｺｰﾙ綿で清拭

する 

イヤーピース 週に１回外して、中性洗剤で洗浄し乾

燥させる 

清潔ケア物品 

（ベースン、陰部

洗浄ボトルなど） 

ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰで洗浄可能なものは洗浄する。ﾍﾞｯﾄﾞ

ﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰで洗浄出来ないものは、中性洗剤で洗浄

後、浸漬用消毒液に 30 分以上浸漬後乾燥させる。 

ケリーパット 中性洗剤で洗浄後、乾燥させる。 

  

４４））患患者者にに直直接接使使用用ししなないい物物品品 
器具・物品 清掃・消毒方法 

洗浄用スポンジ 単回使用 

ベッドパンウォッシャー 週に１回、扉など外側を清拭する（庫内は自動洗

浄） 

ランドリーバック 月に１回、環境ｸﾛｽで清拭する 

トング １日 1 回、環境ｸﾛｽで清拭する 
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器具・物品 清掃・消毒方法 

超音波診断装置

（エコー機器） 

 

本体 使用毎に、ﾓﾆﾀｰ部分以外をﾉﾝｱﾙｺｰﾙの

環境ｸﾛｽで清拭する。 

プローブ 

ケーブル 

使用毎に、表面のｹﾞﾙをﾍﾟｰﾊﾟｰで拭きと

り、環境ｸﾛｽで清拭する。 

※皮膚病変のある患者に使用時はﾌﾟﾛｰﾌﾞｶﾊﾞｰを装着

する。検査後はｶﾊﾞｰを外し同様の手順で清拭する。 

包交車 

採血ワゴン 

表面全体 １日１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

引き出し内 週に１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

眼に見える血液等の汚染がある箇所は泡ﾊｲﾀｰで消毒

する。 

血圧計 共有で使用 使用毎に環境ｸﾛｽで清拭する。 

患者毎に 

専用 

使用頻度に合わせて定期的に環境ｸﾛｽ

で清拭する。 

点滴調製台 

 

調製台の上 使用前に環境ｸﾛｽで清拭する。 

引き出しの

取っ手・枠 

週１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

引き出し内 

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ 

月１回、環境ｸﾛｽで清拭する。 

体温計 使用毎に環境ｸﾛｽかｱﾙｺｰﾙ綿で清拭する。 

聴診器  

 

全体 使用毎に環境ｸﾛｽかｱﾙｺｰﾙ綿で清拭

する 

イヤーピース 週に１回外して、中性洗剤で洗浄し乾

燥させる 

清潔ケア物品 

（ベースン、陰部

洗浄ボトルなど） 

ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰで洗浄可能なものは洗浄する。ﾍﾞｯﾄﾞ

ﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰで洗浄出来ないものは、中性洗剤で洗浄

後、浸漬用消毒液に 30 分以上浸漬後乾燥させる。 

ケリーパット 中性洗剤で洗浄後、乾燥させる。 

  

４４））患患者者にに直直接接使使用用ししなないい物物品品 
器具・物品 清掃・消毒方法 

洗浄用スポンジ 単回使用 

ベッドパンウォッシャー 週に１回、扉など外側を清拭する（庫内は自動洗

浄） 

ランドリーバック 月に１回、環境ｸﾛｽで清拭する 

トング １日 1 回、環境ｸﾛｽで清拭する 
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４４．．開開封封後後のの各各種種使使用用期期限限一一覧覧  （（患患者者間間でで共共有有でで使使用用すするる場場合合）） 

 商品名 一般名 開封後使用期限 

注注射射

薬薬 

ヘパリン Na 注１万単位

/10mL 
ヘパリン 
ナトリウム 24 時間 

ノボリン R 注 100 単位/mL な

どマルチドーズ（複数回使のた

めキャップが出来る形態） 
インスリン １週間 

外外用用

薬薬 軟膏 軟膏類 
全て 

基本的には患者専用 
共有で使用時は 
１か月 

点点眼眼

薬薬 点眼薬 点眼薬 
全て 

基本的には患者専用 
眼科外来において 
共有で使用時は２週

間 
手手指指 
消消毒毒

薬薬 

サニサーラ、ピュアラビン

グなど各種手指消毒薬 
（ノンアルコール製剤含む） 

擦式手指消毒薬 １年 

外外用用 
消消毒毒

薬薬 

中中

水水

準準 

ポピヨドン液 ポピドンヨード液 

１か月 
ヘキザックアルコール 
ヘキザック AL 液 

エタノール含有クロ

ルヘキシジン製剤 
消毒用エタノール 
消毒用エタプロコール 消毒用エタノール 

低低

水水

準準 

ヂアミトール ベンザルコニウム

塩化物 

１週間 
マスキン水 クロルヘキシジング

ルコン酸塩 

ハイジール消毒用液 
アルキルジアミノエ

チルグリシン塩酸

塩 
オキシドール オキシドール 

水水 大塚蒸留水（注射用水） 注射用水 
１日 

大塚生食注 生理食塩水 

そそのの

他他 

キシロカインゼリー2％ 
リドカイン塩酸塩ゼリー2％ 

リドカイン塩酸塩ゼ

リー １か月 
キシロカイン液 4％ リドカイン塩酸塩液 
キシロカインポンプスプレ

ー リドカイン噴霧剤 １年 
 

自治医科大学附属病院

  感染制御部  
2023 年 5 月改訂 

 2024 年 11 月改訂 
2025 年 11 月改訂 
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１１．．基基本本確確認認事事項項 
1） 管財課規定「廃棄物取り扱いガイド」「廃棄物分別一覧」に基づき廃棄

物の種類に応じて正しく分別して廃棄する。 
2） 感染性廃棄物であることが識別できるバイオハザードマーク付きの容器

に直接廃棄することで、病原微生物に曝露される機会を軽減し、職業感

染防止、医療関連感染の拡大を防止することを目的とする。 
3） 感染性廃棄物の詰替えはしない。 
4） 感染性廃棄物容器は必ずフタ付きフットペダルを使用し、容器設置の際

は、ハザードマークを前面にする。 
5） 感染性廃棄物容器を臨時で使用する場合、フタ付きフットペダルは用度

課に在庫があるか確認する。追加で設置する場合は、用度課に請求す

る。 
ハザードマーク 

 
黄色 

プラ容器に表示 
⚫ 液状・泥状のもの 
⚫ 鋭利器材（針など） 

橙色 

ダンボール容器に表示 
⚫ 液状・泥状でない固形

のもの 
⚫ 携帯用針捨てボックス

に入れ密閉したもの 
※分別の詳細は、管財課：廃棄物取扱いガイド・分別一覧表（院内ポータ

ルサイト）参照 
 

２２．．感感染染性性廃廃棄棄物物容容器器取取りり扱扱いいのの原原則則 
1） 感染性廃棄物はバイオハザードマーク付きの廃棄物容器に直接廃棄

する。 
2） 廃棄物ははねたり、はみ出したりしないように廃棄し、圧縮せず 8 割ま

で溜まったらフタを閉めて廃棄する。 
3） 針などの鋭利器材を使用する場合は、携帯用針捨てボックスを持参し、

使用者が責任を持って直接廃棄する。 
4） 安全装置付き器材を作動させても、血液汚染を防止するため携帯用針

捨てボックスに直接廃棄する。 
5） 使用後の感染性廃棄物や廃棄物容器を取り扱う場合は手袋などの個

人防護具を着用する。 
6） 点滴準備室の感染性廃棄物容器には患者に使用したもの、血液・体液

の付着したものは廃棄しない。 
7） フタは、環境清拭クロスで前面・後面を毎日清拭する。 

ⅦⅦ．．  感感染染性性廃廃棄棄物物のの処処理理 
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１１..  環環境境のの維維持持  

1）多くの人が触れる「高頻度接触面※」は、1 日に 1 回以上環境清拭クロ

スにて清拭消毒する。 

※ベッド柵、スイッチ、テレビのリモコン、オーバーテーブル、床頭台・取

っ手、ナースコール、ライトのスイッチ、モニターや医療機器のスイッチ

やタッチパネル、ドアノブ、手すりなど 

2）物品を床へ直接置かない。 

3）スタッフステーションのカウンターには、物を置かない。やむを得ず置く

飾り物はビニール袋で覆う。掲示物はインフォメーションボードへ掲示する。 

２２．． 清清掃掃ののポポイインントト  

1）環境清掃は、個人防護具を着用して 

行う。（感染対策実施中の場合は、 

ピクトグラム表示に沿って着用する） 

2）患者ごと、エリアごとに環境清拭クロス 

を交換する。 

3）環境清掃時は、汚染リスクの低い場所から、汚染リスクの高い場所の 

順に行う。（上から下へ、奥から手前へ、１方向に拭く） 

３３．． 血血液液・・体体液液のの汚汚染染ががああるる場場合合のの清清掃掃  

ピンポイントにペーパーで汚れを拭き取り、医療施設用洗浄 

泡ハイター1000®を吹きかけ 5～10 分間放置をし、汚れが浮き 

上がってきたら汚れを広げないように拭き取る 。 

 

４４．． 環環境境清清拭拭ククロロススのの使使いい分分けけ一一覧覧  

名名

称称  

ササララササイイドド除除菌菌ククロロスス  
 

（成分）エタノール 

第４級アンモニウム塩 

アルカリ剤  

シショョーードドッックク  
 

（成分） 

エタノール 

ワワンンスステテッッププククロロスス  
 

（成分）ノンアルコール 

低水準消毒 

洗浄剤入り 

使使

用用

適適

応応  

通常の環境・物品清掃。 

感染症患者の環境・物

品清掃（感染症の種類を

問わない）。 

人工呼吸器、ポンプなど

各種機器。  

口鼻腔に直接入

れる物品（口鼻

腔に付けるセン

サー、小児のオ

モチャ等）。 

エコープローベ先

端、アクリル板（保

育器）などアルコー

ル成分を避けたい

場合。  

ⅧⅧ．．病病院院のの環環境境清清掃掃・・消消毒毒  

①① 
②② 

例）クロスの動き 
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１１．．感感染染症症診診療療にに必必要要なな検検体体容容器器とと注注意意点点ににつついいてて  

 
  

容器種類 材料 容器 注意点 
滅菌 PP スク

リューコップ 
 
吸引スピッツ 

喀痰 
吸引痰 
 

 蓋をしっかり 
閉める 

滅菌スピッツ 尿、髄液、 
CAPD 液 
膿材料 
生検組織材料 
穿刺液（腹水、

胸水、関節液

等） 
胆汁、カテ先、

体内挿入器

材、胃液 

 

蓋をしっかり 
閉める 
 
尿は滅菌コッ

プで採取後、

滅菌スピッツに

入れて提出 

シードスワブ 
γ２号…①  
 
シードスワブ 
γ３…② 
 
シードチュー

ブⅡ栄研…③ 

膿材料（創部、

耳漏） 
生殖器系分泌

物、舌白苔 
咽頭、鼻腔 
眼科材料、 
MRSA 培養 

 

シードチューブ

Ⅱの容器底の

寒天に着色が

ある場合は使

用不可 

採便管 便 

 
 

 便 培 養

用 
1. 感 染

症 診

療 に

必 要

な 検

体 採

取 容

器と注

意点 

ⅨⅨ．．検検体体容容器器とと取取りり扱扱いいににつついいてて  

太軸 細軸 

便 潜 血

用 

①    ②    ③ 

嫌 気 性

用 
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＊詳細はポータルサイト内⇒文書管理システム⇒臨床検査室 検査案内書

を参照 
  

  

  

  

容器種類 材料 容器 注意点 

血液培養ボト

ル 

 

・FN Plus 培養 

ボトル(嫌気用) 

・FA Plus 培養 

ボトル(好気用) 

 

・PF Plus 培養 

ボ ト ル （ 小 児

用） 

血液 

 

1ボトルにつき 

8～10mL 

 

 

 

 

1～4mL 

 

 

 

 

 

・嫌気＋好気 

で１セット 

・２セット以上

採取を推奨 

・嫌気ボトルか

ら先に分注す

る 

 

・小児用は１本

１セット 

・可能な限り採

取部位を変え

て２セット以上

採取を推奨 

呼吸器系 

各種検査用 

キット・スワブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film Array 用 

キット 

呼吸器パネル

用 

 

 

鼻腔 
4. 感

染

症

診

療

に

必

要

な

検

体

採

取

容

器

と

注

咽頭 
3. 感

染

症

診

療

に

必

要

な

検

体

採

取

容

器

と

注

嫌気用（橙） 好気用（緑） 

小児用（黄） 

Liat 
 
2. 感

染

症

診

療

に

必

要

な

検

体

採

取

容

器

と

注
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２２．．正正ししいい呼呼吸吸器器系系検検査査ののたためめののポポイインントト  

11))上上気気道道検検体体採採取取のの注注意意点点  

（1） 検体を採取する際、口腔、歯部の常在菌の混入を避けるため、綿棒は

病変部以外に触れないように採取する。 

（2） 扁桃周囲膿瘍が疑われる場合は、嫌気性菌専用容器を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）検体の乾燥を防ぐため、専用の輸送培地を利用して輸送する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)検体の採取後は速やかに検体を提出する。保存する場合は常温保存

する。 

 

22))  喀喀痰痰検検体体採採取取のの注注意意点点  

（1） 喀痰採取前に歯磨きまたは水道水で数回うがいをし、咳とともに出し

てもらう。ただし、抗酸菌検査が目的の場合は、水道水でうがいをしない。

（ペットボトル水なら可） 

(2) 喀痰は密閉できる口の広い滅菌容器に直接喀出し、ティッシュペーパー

などに包まない。 

 

 

 

(3) 痰は菌の増殖に適した培地となるので、採取後は速やかに検査室に検

体を提出する。（室温保存なら２時間以内） 

(4) 直ちに提出できないときは冷蔵保存し、24 時間以内に検査を行う。 

滅菌 PP スクリューコップ 

シシーードドチチュューーブブⅡⅡ  栄栄研研 
・嫌気性菌のための輸送容器 
・ゼリーは酸素に触れると赤くなる 
・赤紫色になっている容器は嫌気状態ではな

いので使用しない 

輸輸送送培培地地付付きき滅滅菌菌ススワワブブ 
・チャコールが入っているため、栄養要求が厳

しい菌（淋菌等）にも向いている 
・また嫌気性菌も可能 
・検体の乾燥が防げ、室温保存可能 
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２２．．正正ししいい呼呼吸吸器器系系検検査査ののたためめののポポイインントト  

11))上上気気道道検検体体採採取取のの注注意意点点  

（1） 検体を採取する際、口腔、歯部の常在菌の混入を避けるため、綿棒は

病変部以外に触れないように採取する。 

（2） 扁桃周囲膿瘍が疑われる場合は、嫌気性菌専用容器を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）検体の乾燥を防ぐため、専用の輸送培地を利用して輸送する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)検体の採取後は速やかに検体を提出する。保存する場合は常温保存

する。 

 

22))  喀喀痰痰検検体体採採取取のの注注意意点点  

（1） 喀痰採取前に歯磨きまたは水道水で数回うがいをし、咳とともに出し

てもらう。ただし、抗酸菌検査が目的の場合は、水道水でうがいをしない。

（ペットボトル水なら可） 

(2) 喀痰は密閉できる口の広い滅菌容器に直接喀出し、ティッシュペーパー

などに包まない。 

 

 

 

(3) 痰は菌の増殖に適した培地となるので、採取後は速やかに検査室に検

体を提出する。（室温保存なら２時間以内） 

(4) 直ちに提出できないときは冷蔵保存し、24 時間以内に検査を行う。 

滅菌 PP スクリューコップ 

シシーードドチチュューーブブⅡⅡ  栄栄研研 
・嫌気性菌のための輸送容器 
・ゼリーは酸素に触れると赤くなる 
・赤紫色になっている容器は嫌気状態ではな

いので使用しない 

輸輸送送培培地地付付きき滅滅菌菌ススワワブブ 
・チャコールが入っているため、栄養要求が厳

しい菌（淋菌等）にも向いている 
・また嫌気性菌も可能 
・検体の乾燥が防げ、室温保存可能 
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外観の評価として Miller＆Jones の分類があります。。  

外観が膿性（分類：P１～P３）の場合は、検査に適した良好な痰と判断されま

す。MM１１・・MM22 のの場場合合はは、、再再採採取取ををおお勧勧めめししまますす。。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grade１・２ 白血球数に対し扁平上皮細胞数が多いため唾液の混入が

多く、口腔内の汚染を受けている。 

Grade３ 白血球数・扁平上皮細胞数が共に多く、唾液の誤嚥によって

発症した嚥下性肺炎において見られることがある。 

Grade４・５ 白血球数が多く、扁平上皮細胞数が少ないため炎症所見が

高く、検査に適している。 

Grade６ 白血球数が少ないが、好中球減少症や経気管吸引物や気

管支洗浄液の場合は適している。 

M1、、M2 

P1、、P2、、P3 

膿性部分が多い
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１１．． カカルルババペペネネムム系系抗抗菌菌薬薬投投与与前前チチェェッッククリリスストト  ＊成人患者を想定 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

✓ 複雑性腹腔内感

染症 
✓ 壊死性筋膜炎 
✓ 急性膵炎 
✓ 頭頸部重症感染

症 
✓ 重症肺炎 

  

✓ ショック状態である 
✓ 集中治療部門(注 1)での治療を要する 
✓ 発熱性好中球減少症 
✓ 敗血症 
✓ カルバペネム系抗菌薬以外は耐性の菌によ

る感染症 

【【SSTTEEPP２２】】初初期期治治療療ととししててカカルルババペペネネムム系系抗抗菌菌薬薬使使用用がが許許容容

さされれるる状状況況、、疾疾患患  

（注 1：集中治療部門とは ICU, CCU 

 ER 重症室, HCU, NICU, PICU を指す） 

ⅩⅩ．．抗抗菌菌薬薬適適正正使使用用のの手手引引きき  

いいえ

いいえ

はい

はい
【【SSTTEEPP11】】カカルルババペペネネムム系系抗抗菌菌薬薬以以外外ででもも治治療療可可能能  

他他剤剤選選択択をを

考考慮慮！！  局所感染であることが明らかな場合は局所の培養のみ

でも許容されます。悪寒・戦慄・発熱など、菌血症を疑う

サインがある場合には、積極的に血液培養の採取をお願

いします 

【【SSTTEEPP３３】】抗抗菌菌薬薬投投与与前前にに血血液液培培養養 22 セセッットト以以上上提提出出！！  

確確認認：バルプロ酸を投与していないか（併用禁忌） 

けいれん疾患はないか（慎重投与） 

腎機能が正常な場合の投与量・間隔(注 2) 

メロペネム       1 回 1g 静注   8 時間ごと          

イミペネム      1 回 0.5g 静注  6 時間ごと 

ドリペネム(注 3)  1 回 0.5g 静注  8 時間ごと 

【【SSTTEEPP４４】】用用法法用用量量をを設設定定すするる  

【【SSTTEEPP55】】  培培養養結結果果をを参参考考にに抗抗菌菌薬薬をを狭狭域域ななももののにに変変更更((デデ・・エエススカカレレーーシショョンン))  

すするる  

(注 2)投与量・間隔については日本語版 サンフォード感染症治療ガイド 2018(第 48 版)を参考にした 

(注 3)人工呼吸器関連肺炎にドリペネムを使用すると死亡率が上昇するという研究結果があり、米国では人

工呼吸器関連肺炎への使用が認められていない。また、この結果を受けてサンフォード感染症治療ガイドは

すべての肺炎に対してドリペネムを推奨していない。 
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２２．． 外外来来ににおおけけるる抗抗菌菌薬薬適適正正使使用用のの手手引引きき    

１１）） 急性気道感染症の診断及び治療の手順  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

「風邪」をひいたと訴えて受診した患者※ 

気道感染症 
以外を考慮 

気道症状 
なし 

気道症状 
あり 

バイタルサインの異常（頻呼

吸、意識障害、低血圧）あり 
敗敗血血症症を

考慮 

インフルエンザ流行期に 
高熱、筋肉痛、関節痛あり 

イインンフフルルエエ

ンンザザを考慮 

急急性性咽咽頭頭炎炎 
：喉症状が主 

急急性性気気管管支支炎炎 
：咳症状（３週間

以内）が主 

急急性性副副鼻鼻腔腔炎炎 
：鼻症状が主 

感冒：鼻、喉、 
咳症状が 
同程度 

軽症例 中等症

以上 
Red flag： 

・人生最悪の痛み、 

唾も飲み込めない、開口

障害、嗄声、呼吸困難 

➔扁扁桃桃周周囲囲膿膿瘍瘍、、  

急急性性喉喉頭頭蓋蓋炎炎、、  

咽咽後後膿膿瘍瘍 等を考慮 

 

・突然発症、嘔吐、 

咽頭所見が乏しい 

➔急急性性心心筋筋梗梗塞塞、、くくもも膜膜

下下出出血血、、頸頸動動脈脈・・椎椎骨骨動動

脈脈解解離離 等を考慮 

肺肺炎炎のの鑑鑑別別のため

に考慮する所見： 

バイタルサインの

異常 

（体温 38℃以上、

脈拍 100 回/分、呼

吸数 24 回/分のい

ずれか１つ） 

又は胸部聴診所見

の異常 

GAS 迅速抗原

検査又は培養 
精査 胸部レント 

ゲン撮影を

含む精査 

抗菌薬不要 

抗菌薬 
考慮 

Red flag       Red flag 
なし             あり 

 陰性 

陽性      

上記 
所見      

あり 上記所見 
なし 

※COVID-19 流行期は、 
COVID-19 を考慮 

本図は診療手順の目安として作成

されたものであり、実際の診療では

診察した医師の判断が優先される 

54



51 
 

２２）） 急急性性下下痢痢症症のの診診断断及及びび治治療療のの手手順順（対象：学童期以上の小児～成人）  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
※1 下痢の重症度：軽症は日常生活に支障のないもの、中等症は動くことはできるが日常生活に制限

があるもの、 重症は日常生活に大きな支障のあるもの。  

※2 他の合併症リスクには炎症性腸疾患、血液透析患者、腹部大動脈瘤等がある。  

※3 腸管出血性大腸菌（Enterohemorrhagic E. coli：EHEC）による腸炎に注意し、便検査を考慮する。 

１日３回以上の下痢＋腸管症状 
（吐き気、嘔吐、腹痛、テネスムスなど） 

水分摂取励行（水分、ナトリウム、カリウムを適度に含んだもの） 
：果物ジュースやスポーツドリンクなど 

水様下痢 血性下痢（便に肉眼的血液が混じる） 

軽症※１ 中等症～重症※１ 軽症※１ 中等症～重症※１ 

海外渡航 
関係なし 

海外渡航 
関係あり 

Red flag： 
・血圧低下、悪寒戦慄など 
菌血症を疑う場合 
・脱水、ショックなど入院加

療が必要な場合 
・免疫不全状態 
・合併症リスクが高い場合

（50 歳以上、人工血管・人

工弁・人工関節等※２） 

精査及び 
抗菌薬投与を検討 

Red flag  
 あり 

 

対象療法のみ 

Red flag 
なし 

体温＜38℃ 体温≧38℃ 

Red flag: 
同左※３ 

精査及び 
抗菌薬投与を

検討 

Red flag  
 あり 

 

Red flag 
なし 

厚労省 抗微生物薬適正使用の

手引き第四版 医科・外来編より

抜粋 

本図は診療手順の目安として作成

されたものであり、実際の診療では 
診察した医師の判断が優先される 
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３３．．エエンンピピリリッックク治治療療薬薬のの手手引引きき  尿尿路路感感染染症症  
  

対対象象  抗抗菌菌薬薬  

膀膀胱胱炎炎 

妊婦以外 

 スルファメトキサゾール・トリメト

プリム（経口） 

 セファレキシン（経口） 

妊婦 

 アモキシシリン・クラブラン酸 

（経口）＋アモキシシリン（経口） 

 セファレキシン（経口） 

腎腎盂盂腎腎炎炎 

市中 

発症 

     

 セフトリアキソン
注 2）

 

  

 ピペラシリン・タゾバクタム 

  

 メロペネム 

院内 

発症 

  非重症例 

  

 セフェピム 

 ピペラシリン・タゾバクタム 

 重症例 

 （敗血症含む) 
 メロペネム 

  

  

  

注１）菌血症や膿瘍などを伴う場合には投与期間の延長（14 日間以上）

を適宜検討すること  
注 2）肝障害や胆汁鬱滞など胆泥リスクが高い場合には、代替としてセフ

ォタキシム（1 回 1g、6-8 時間毎）を考慮すること 

※※抗抗菌菌薬薬用用量量ははいいずずれれもも正正常常腎腎機機能能時時ととすするる 
※※微微生生物物検検査査のの結結果果にに基基づづきき、、適適切切なな抗抗菌菌薬薬にに変変更更すするるこことと 

軽症 
 
 
重症 
（敗血症 
含む） 
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用法・容量 投与間隔 投与期間 

 1 回 2 錠   12 時間毎   3 日間 

 1 回 500mg   8-12 時間毎   5-7 日間 

 1 回 250mg/125mg 
 1 回 250mg   8 時間毎   5-7 日間 

 1 回 500mg   6-8 時間毎   5-7 日間 

 

 1 回 1-2g 
 
 1 回 3.375g-4.5g 
 
 1 回 1g 

  24 時間毎 
 6-8 時間毎 
  8 時間毎 

  7-14 日間
注 1） 

 1 回 1g   8 時間毎   7-14 日間
注 1） 

 1 回 3.375g-4.5g   6-8 時間毎   7-14 日間
注 1） 

 1 回 1g   8 時間毎   7-14 日間
注 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 
自治医科大学附属病院 抗菌薬適正使用支援チーム(AST) 2025 年 2 月作成 
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４４．．エエンンピピリリッックク治治療療薬薬のの手手引引きき  呼呼吸吸器器感感染染症症  

対対象象 抗抗菌菌薬薬 

市市中中肺肺

炎炎 

非重症例 

 セフトリアキソン 
注 1) 

  ± アジスロマイシン 

 アンピシリン・スルバクタム 

± アジスロマイシン 

重症例 

 セフェピム 
  ± アジスロマイシン 

 ピペラシリン・タゾバクタム 

± アジスロマイシン 
上記を投与できない場

合（アレルギー等） 
 レボフロキサシン 

MRSA の関与が強く疑

われる場合 (直近の

MRSA 検出歴・入院歴から) 

＊上記にバンコマイシンを追

加する 

院院内内肺肺炎炎  

・・ 
人人工工呼呼吸吸

器器関関連連肺肺

炎炎 

  セフェピム 

 ピペラシリン・タゾバクタム 

 上記を投与できない場合 

 (アレルギー等） 
メロペネム

注 2） 

 レボフロキサシン 

MRSA の関与が強く疑わ

れる場合 (直近の MRSA

検出歴・入院歴から) 

＊上記にバンコマイシンを追

加する 

誤誤嚥嚥性性肺肺

炎炎 
 嫌気性菌

の関与 

疑われない  セフトリアキソン 
注 1) 

疑われる  アンピシリン・スルバクタム 
  

  

  

  

  

※抗菌薬用量はいずれも正常腎機能時とする 
※微生物検査の結果に基づき、適切な抗菌薬に変更すること 
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用用法法・・容容量量 投投与与間間隔隔 

 1 回 2g 
 1 回 500 ㎎  24 時間毎 

 １回 3g 
 １回 500 ㎎ 

 6 時間毎 
 24 時間毎 

 １回 1g 
 １回 500 ㎎ 

 6 時間毎 
 24 時間毎 

  １回 4.5g 
 １回 500 ㎎ 

 6 時間毎 
 24 時間毎 

 １回 500 ㎎  24 時間毎 

 目安 初回 30mg/kg （上限 2g、2-3 時間かけて投与） 
 その後は、TDM により調節 

  1 回 1g   6 時間毎 

 1 回 4.5g  6 時間毎 
 1 回 1g  8 時間毎 

 1 回 500 ㎎  24 時間毎 

 目安 初回 30mg/kg （上限 2g、2-3 時間かけて投与） 
 その後は、TDM により調節 

 1 回 2g  24 時間毎 

 1 回 3g  6 時間毎 
  

  

                                                                                        

  

注 1）肝障害や胆汁鬱滞など胆泥リスクが高い場合には、代替としてセフォ

タキシム（1 回 1g、6-8 時間毎）を考慮すること 
注 2）ESBL 産生菌等の耐性菌が原因として考えられる場合にも使用可能 

59



56 
 

  

  

１１．． 医医療療従従事事者者のの健健康康管管理理  すべての医療従事者は、以下を行うこと。 
１） 毎年の健康診断は必ず受ける。 
２） 血清抗 HBs 抗体陽性（10 mIU/mL 以上）を確認しておく。 
➡陰性の場合は B 型肝炎ワクチン接種が推奨される。 

３） 麻疹・水痘・風疹・ムンプスの抗体の有無を把握し、 
「健康管理個人カード」に記載して、名札に入れておく。 
➡陰性の場合は保健センターから通知があり、ワク 
チン接種を受けることが推奨される。 
当院では 2007 年以降の新入職者には、入職時健康診断書への記載 
を必須項目としている。 

４） インフルエンザワクチンを毎年秋に接種する。（インフルエンザワクチン

または鶏卵に対する重篤なアレルギー反応の既往歴を有する場合を

除く） 
５） 日頃から体調管理に注意し、体調不良の場合は、出勤前に所属長に

相談する。 

２２．． 血血液液・・体体液液曝曝露露防防止止策策 
１） 標準予防策を遵守し、自らを血液・体液曝露から防御する。 
２） 安全器材を正しく使用する。 
３） 針や鋭利器材を使用する際は、採血ワゴンまたは、耐貫通性容器（針

捨てボックス）を必ず持参する。針の使用後はリキャップせず、処置を実

施したその場で針捨てボックスに捨てる。 
４） 針捨てボックスは、使用後必ず蓋を閉め、 

8 分目以上まで入れずに廃棄する。 
 
５） 「針刺し/切創/血液曝露 発生時の対応フローチャート」は、部署の目に

つく場所に常に掲示しておく。 
６） 患者エリアの床に落ちているモノは素手で拾わない （鋭利器材の可能

性がある）。 
７） 採血時の分注は、分注器を使用する。（電子版マニュアル「採血時の分

注方法」を参照） 

ⅪⅪ．．職職業業感感染染対対策策  
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曝露者（職員）：①業務を離れる。 
②傷の処置（流水による洗浄、止血）を行う。 

曝露源（患者）：リスク評価を行う。 
①  HBs 抗原、HCV 抗体、HIV 抗原/抗体の結果と採血日

（２か月以内）を確認する。 
② 結果がそろっていない場合は、検査オーダーを依頼する。 

＊ 検査オーダーはセット化されている 
検体→診療科別→感染症科→曝露源、と進み、 
HBs 抗原・HCV 抗体・HIV 抗原/抗体を選択する 
（検査室に残血清が保管されていれば利用してもよい） 

 
針針刺刺しし/切切創創/血血液液曝曝露露  発発生生時時のの連連絡絡先先 
 平日日中 夜間休日 
保健センター 内線 4279 

PHS 6071 or 6076 
 

針刺し当番医  090-7197-3663 
 
報告内容:患者 ID、氏名、針刺し/切創/血液曝露の状況など 
 
＊ 詳細は下記 QR コードより参照 

 

 

 

 

 

 または、部署に掲示されている「針刺し/切創/血液曝露 発生時の対応フロ

ーチャート」参照 

【【職職員員】】針針刺刺しし//切切創創//血血液液曝曝露露  発発生生時時のの対対応応  

職員→患者への針刺し/切創を起こした場合、対応が変わるため 
感染制御部に連絡をする 
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病院内の感染拡大を防ぐために、附属病院職員が感染性の高い疾患に

罹患した際には以下の通りの対応を行い、必要に応じて報告を行うものとす

る。 
 
1. 体体調調不不良良時時のの対対応応ににつついいてて 

以下の「2．感染症罹患時の就業制限について」に該当しない感染症が

原因の場合、または具体的な診断がつかなかった場合には、解熱後 36 時

間経過以降に復職可能とする。 
  

2. 感感染染症症罹罹患患時時のの就就業業制制限限ににつついいてて 
疾疾    患患    名名  就就業業制制限限期期間間  条条    件件    等等  

新型コロナウイル

ス感染症 

発症第 10 日まで。 

＊ただし、第 7 日

解熱後 36 時間以

上経過し、咳症状

により、所属長の

判断で第 8 日より

勤務可能。（全ての

職員が対象） 

第 10 日までは他への感染性を

有する可能性があることから、

勤務内容やマスクを外す場面に

ついて、所属長および個々で十

分に注意すること。  

咳がひどい時には、勤務の可否

について所属長と相談するこ

と。 

インフルエンザ 発症日を０日として 

第５日まで  

※かつ解熱後 

48 時間 

発症第 7 日までマスクを着用す

る。 

感染性胃腸炎 

（ノロウイルス感染

症） 

症状が消失する 

まで 

症状が消失すれば就業可能。 

症状消失後 1 週間は、感染性

があるため、患者および共有物

への接触の際は注意する。トイ

レを使用した場合、環境クロス、

または医療施設用洗浄泡ハイタ

ー1000®で清拭をする。 

感染性胃腸炎 

（ノロウイルス以

外） 

嘔吐が消失する 

まで 

嘔吐がなければ就業可能だが、

周囲への感染性に注意して、患

者および共有物への接触の際

には注意する。 

ⅫⅫ．．職職員員のの感感染染とと報報告告ににつついいてて  
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疾疾    患患    名名 就就業業制制限限期期間間 条条    件件    等等 

流行性角結膜炎

（EKC) 

（アデノウイルス） 

右参照 ①～③の全ての条件を満たした

場合、就業可能とする。 

①症状消失   

②発症から 1 週間経過   

③眼科を受診し、治癒を確認  
帯状疱疹  就業可能 病変がある部分を覆い、就業可

能。 

ただし、小児患者、水痘に感受

性のある患者、妊婦への接触は

避ける。  
手足口病 就業可能 病変がある部分を覆い、就業可

能。 

ただし、小児患者への接触は避

ける。 

疥癬 治療薬治療開始 

から 24 時間 

＊角化型疥癬（ノルウェー疥癬）

の場合、感染制御部に連絡す

る。 

Ａ群溶血性レンサ

球菌咽頭炎 

抗菌薬治療開始 

から 24 時間 

  

マイコプラズマ 抗菌薬治療開始 

から 24 時間 

咳が消失するまでマスクを着用

する。 

麻疹、水痘、風疹、 

流行性耳下腺炎 

右参照 感染制御部に連絡し、指示に従

う。 

百日咳 抗菌薬治療開始 

から 5 日間 

 

上記に該当しない

感染症 

診断のつかない 

発熱 

解熱後 36 時間  

※ 無症候や症状が乏しく発症日が不明な場合には、検査陽性日を起点と

する。 
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3. 報報告告すすべべきき感感染染症症 
院内ポータルサイト「感染制御部通知」→「職員の感染症発症時の報告」をク

リック、入力フォームに必要事項を入力する。 
「麻疹」「水痘」「風疹」「流行性耳下腺炎」については、感染制御部に電話連

絡も同時に行う。 
 

病  名 連絡方法 
新型コロナウイルス感染症 入力 
インフルエンザ 入力 
麻疹 入力と電話 
水痘 入力と電話 
流行性耳下腺炎 入力と電話 
風疹 入力と電話 
流行性角結膜炎（EKC） 入力 
感染性胃腸炎（ノロウイルス

感染症） 
入力 

感染性胃腸炎疑い 入力 
その他の感染症 入力 
「職員の感染症発症時の報告」リンク 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平日・夜間休日問わ

ず、確認が取れた時

点で電話連絡をす

る。 
 
平日：感染制御部 
  内線 2797、2796 
夜間休日：感染症科

宅直 
（ 0-186- ） 090-7197-
3663 

↓↓新新型型ココロロナナウウイイルルスス 
感感染染症症   

↓↓新新型型ココロロナナウウイイルルスス 
感感染染症症以以外外 
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病院食による食中毒（疑い含む）発生時の初動対応（平日・時間内） 

病院食による食中毒(疑い)発生時の報告フロー（休日・夜間） 

＊ 看護部（日当直師長）は、休日明けに、感染制御部、総務課に 

連絡をする。 

 

1. 食中毒二次感染予防策 

(1) 接触予防策を遵守する。 「感染対策マニュアルⅢ-2 下痢患者の対

応(感染性胃腸炎を含む)」に準じて対応を行う。 

(2) 複数の下痢患者が発生すれば、1 つの病室に集めてケアを行う(コホ

ーティング)。 

ⅩⅢ．食品衛生管理・食中毒 

感染制御部へ報告（内線 2797・2796） 

食中毒(疑い)発生部署 病棟医長・看護師長・不在時代行者 

臨床栄養部 
 

① 栄養管理室長より、「食中毒発生、〇

食から給食提供中止」の指示を出す。 
② 給食業務職員の業務停止 

・衛生健康チェックリストを確認する。 
・帰宅している職員に連絡し、体調を

確認する。 
③ 該当する食事の保存食、献立表、対

応した職員を確認する。 
④ 給食提供の準備（職員食堂使用） 

・患者厨房にある食材は使用しない。 
・食材購入の準備を行う。 
・食材納入までサバイバルフーズを使

用する 

総務課 
 

① 保健所への報告を行

う。 

県南健康福祉センター・ 

生活衛生課 

℡ 0285-22-4235 

0285-22-6119 

② 必要に応じて『食中毒

患者届出表』を提出する。 

食中毒(疑い)発生部署 病棟医長・看護師長・不在時代行者 

看護部（日当直師長） 臨床栄養部  上記対応 
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」による 

届出対象疾患一覧 ※届け出は感染制御部を経由して提出するため、感染制御部 

へ連絡する。詳細は感染対策マニュアル（電子版）参照 

類型 届出 令和 7 年 11 月 1 日現在 

一類 

感染症 

直

 

エボラ出血熱 南米出血熱 マールブルグ病 

クリミア・コンゴ出血熱 ラッサ熱 

痘そう ペスト  

二類 

感染症 

直

 

急性灰白髄炎 ジフテリア 
鳥インフルエンザ 
(Ｈ５Ｎ１・Ｈ７Ｎ９) 

結核 

重症急性呼吸器症候

群  
（病原体がベータコロナウ

イルス属ＳＡＲＳコロナウ

イルスであるものに限る） 

中東呼吸器症候群 
（病原体がベータコロナ

ウイルス属ＭＥＲＳコロナ

ウイルスであるものに限

る） 

三類 

感染症 

直

 

コレラ 腸チフス パラチフス 

細菌性赤痢 
腸管出血性大腸菌感染症 
 （毒素の検出と迅速検査のみでは届出は必要なく、

毒素産生菌が同定された場合に届出が必要になる） 

四類 

感染症 

直

 

Ｅ型肝炎 
腎症候性出血熱 
（ＨＦＲＳ） 

鼻疽 

ウエストナイル熱  
（ウエストナイル脳炎

を含む） 

西部ウマ脳炎 ブルセラ症 

Ａ型肝炎 ダニ媒介脳炎 ベネズエラウマ脳炎 

エキノコックス症 炭疽 
ヘンドラウイルス感染

症 

エムポックス チクングニヤ熱 発しんチフス 

黄熱 つつが虫病 ボツリヌス症 

オウム病 デング熱 マラリア 

オムスク出血熱 東部ウマ脳炎 野兎病 

回帰熱 
鳥インフルエンザ 
（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９を除く） 

ライム病 

キャサヌル森林病 ニパウイルス感染症 
リッサウイルス感染

症 

ⅩⅣ．感染症法（届け出が必要な感染症一覧） 
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類型  届出  令和 7 年 11 月 1 日現在 

四四類類  

感感染染症症  

直直
ちち
にに  

Ｑ熱 日本紅斑熱 リフトバレー熱 

狂犬病 日本脳炎 類鼻疽 

コクシジオイデス症 
ハンタウイルス肺症

候群（ＨＰＳ） 
レジオネラ症 

ジカウイルス感染

症 
Ｂウイルス病 レプトスピラ症 

重症熱性血小板減少症候群 （病原体がフレ

ボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る） 
ロッキー山紅斑熱 

五五類類  

感感染染症症  

（（全全数数

把把握握）） 

７７日日  

以以内内  

（（※※  

直直ちち

にに）） 

アメーバ赤痢 ジアルジア症 
播種性クリプトコック

ス症 

ウイルス性肝炎 
（Ｅ型肝炎及びＡ型肝

炎を除く） 

侵襲性インフルエン

ザ菌感染症 
破傷風 

カルバペネム耐性

腸内細菌目細菌感

染症 

侵襲性髄膜炎菌感染

症((※※直直ちちにに)) 

バンコマイシン耐性

黄色ブドウ球菌感染

症 

急性弛緩性麻痺 
（急性灰白髄炎を除く） 

侵襲性肺炎球菌感染

症 

バンコマイシン耐性

腸球菌感染症 

急性脳炎 （ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、

ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエ

ラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く） 
百日咳 

クリプトスポリジウ

ム症 
水痘 （入院例に限る） 

風しん☆☆

（（※※直直ちち

にに）） 

☆ 

臨床診

断で届

出し、後

に否定さ

れた場

合は届

出取り下

げとなる 

クロイツフェルト・ヤ

コブ病 
先天性風しん症候群 

麻しん☆☆ 

（（※※直直ちち

にに）） 

劇症型溶血性レン

サ球菌感染症 
梅毒 

薬剤耐性アシネトバ

クター感染症 

後天性免疫不全症候群 （ＨＩＶ感染症を含む） 

 

※ 「直ちに」届出とは、確定診断後直ちにということです。 

   疑似症や無症候病原体保有者について判断に困る場合は、感染症科までご相談く

ださい。 
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指指定定医医療療機機関関：：定定点点報報告告対対象象  
当院は、「小児科定点」及び「急性呼吸器感染症（ARI）定点」の指定届出機関である。 

それ以外の「眼科定点」「性感染症定点」「基幹定点」に関しては届出対象外である。 

類類型型 届届出出 令令和和 77 年年 1111 月月 11 日日現現在在 

五五
類類
感感
染染
症症
（（定定
点点
把把
握握
）） 

小小
児児
科科
定定
点点 

ＲＳウイルス感染症 手足口病 

咽頭結膜熱 伝染性紅斑 

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 突発性発しん 

感染性胃腸炎 ヘルパンギーナ 

水痘 流行性耳下腺炎 

急急性性呼呼吸吸器器感感染染

症症（（AARRII））定定点点 

急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）

又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体

による症候群の総称：インフルエンザ、新型コロナウイル

ス、RS ウイルス、咽頭結膜熱、A 群溶血性レンサ球菌

咽頭炎、ヘルパンギーナなど。R7 年４月７日からサーベ

イランス開始 

眼眼科科定定点点 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎 

性性感感染染症症定定点点 
性器クラミジア感染症 尖圭コンジローマ 

性器ヘルペスウイルス感染症 淋菌感染症 

基基幹幹定定点点 

感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスであるものに限る） 

クラミジア肺炎 （オウム病を除く） 

細菌性髄膜炎 （髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原

因として同定された場合を除く） 

マイコプラズマ肺炎 

無菌性髄膜炎 

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 

薬剤耐性緑膿菌感染症 

疑疑

似似

症症 

疑疑似似症症定定点点 
法第 14 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定める 

疑似症 
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自治医科大学附属病院 院内感染対策指針抜粋版 （第７版） 

令和７年９月 
 
１  総則（院内感染対策に関する基本的な考え方）

 基本理念

われわれ医療従事者には、患者の安全を確保し、速やかな病態改善を図るために継続的な

努力が求められている。従って、医療関連感染の発生をできるだけ未然に防止することと、ひ

とたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関

の義務である。さらには、医療従事者への感染防止・安全確保することも重要であり、このこと

は医療従事者のみならず、患者の感染対策にも繋がる。この観点から、自治医科大学附属病

院（以下「当院」とする）においては本指針を策定し、この指針に基づき、院内感染対策を行う。

 用語の定義

１）院内感染・医療関連感染

省略

２）院内感染対策の対象者

院内感染対策の対象者は、入院患者、外来患者の別を問わず、見舞人、訪問者、医師、看

護師、医療従事者、その他職員（委託職員を含む）、さらには院外関連企業の職員などを含

む。

 本方針について

１） 策定と変更

省略

２）職員への周知と遵守率向上

本指針に記載された各対策は、全職員の協力の下に、遵守率を高めなければならない。

① 感染制御部は感染対策チーム インフェクションコントロールチーム； ）や抗菌薬適

正使用支援チーム（ ）と共に、現場職員を教育啓発することで、自ら進んで実践し、

自覚を持ってケアに当たるよう誘導する。

② 感染制御部は就職時初期教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員

の感染対策に関する知識を高め、重要性を自覚するように導く。

③ 定期的な ラウンド（部門監査）を活用して、現場に於ける監査介入を試みる。

④ 感染制御部は独自にも定期的なラウンドを行い、現場における感染管理の徹底を支援

する。

⑤ 手指衛生や各種の感染対策の遵守状況につき経時的に監査するとともに、擦式消毒

薬の使用量を調査して、その結果をフィードバックする。

⑥ 抗菌薬適正使用支援チーム ）は、臨床検査部・細菌検査室と協力して、年 1 回を

目途にアンチバイオグラムを作成し、病院内への周知と啓発活動に努める。また、感染

制御部とも協力して年 2 回を目途に院内研修を開催する。

ⅩⅤ． 院内感染対策指針抜粋 
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２２．．院院内内感感染染対対策策にに関関連連すするる委委員員会会及及びび感感染染制制御御部部ななどどにに関関すするる基基本本的的事事項項

１）病院長

病院長は積極的に感染対策に関わり、院内感染対策委員会、 が中心となって、すべて

の職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。院内感染対策委員会は病院長の諮

問委員会であり、検討した諮問事項は病院長に答申され、運営会議での検討を経て、現実

化・日常業務化する。感染制御部は病院長を含む病院執行部の管理下にある感染対策立

案・日常業務実践の専門家チームであり、病院長が一定の権限を委譲し、同時に義務を課

し（各診療科長・部長と同様）、組織横断的に活動する。

２）院内感染対策関連委員会 （ ）

（自治医科大学附属病院院内感染対策委員会設置規程（別紙参照））

①院内感染対策委員会は当院の院内感染対策を統括する委員会である。

委員会の答申は最終的には病院長により決定され、実施に至る。

ヶ月に 回の定期的会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。

②感染制御部・ ・ の報告・企画を受け、その内容を検討し、病院全体での合意形成を行

う。その上で、感染制御部の活動を支援すると共に、必要に応じて、各診療科・部門等に対

して病院長名で改善を促す。

③病院長の諮問を受けて、感染制御部とともに感染対策を検討して答申する。

④感染制御部が行う日常業務化された改善策の実施状況調査を検討し、必要に応じて見直し

を行う。

⑤それぞれの業務に関する規定を定めて、病院長に答申する。

⑥実施された対策や介入の効果に対する評価を感染制御部が定期的に行い、その評価結果

の記録を分析する。その分析を受け、必要な場合はさらなる改善策を勧告する。

３）院内感染管理者

①院内感染対策の責任者として、病院長は感染制御部長を院内感染管理者として任命する。

②病院長は院内感染管理者に、院内感染対策の実施に関して必要な権限を委譲する。感染

管理者の権限で実施する事項については、速やかに病院長に報告し、情報共有を行う。院

内感染管理者不在時の権限行使については、感染制御部と感染症科とが協力して実施す

る。

③院内感染管理者に委譲される権限の具体的な内容は次の通りとする。

（１）感染症のアウトブレイク発生時の診療制限

（２）感染症のアウトブレイク発生時や感染対策に係る重要な検討事項が発生した際の臨時

の開催

（３）その他、院内感染対策を実施する上で必要な権限

④とくに歯科関連の院内感染対策を推進するために、病院長は歯科院内感染管理者を任命

する。

４）感染制御部

① 病院長を含む病院執行部の管理下にある組織横断的組織であり、病院長の包括的指示に

基づき、当院における感染防止対策の実務を担当する。

② 病院長は、感染制御部に感染制御部長を任命し、院内感染対策専任者を一人以上おく。

③ 緊急時にあっては感染制御部長の判断で対応することとするが、その際には必ず病院長

へ報告する義務がある。また、感染制御部の活動内容は必要に応じて院内感染対策委員

会の査察を受ける。
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④ 当院におけるすべての職員・従事者に対して、職種・職位を問わず、感染防止対策の改善

のために指導することが出来る。

⑤ 感染防止対策の観点からすべての患者データ及び病院データを格段の手続きなく閲覧す

ることが出来る。また、必要に応じて調査と介入を行うことができる。

⑥ 医療関連感染に関するサーベイランスを担当し、継続的な医療質改善を図るとともにアウト

ブレイクの早期覚知に努める。

⑦ 感染防止対策に関して、病棟・部門の巡視を定期的に行い、状況を把握するとともに点検

と助言にあたる。

⑧ アウトブレイクの発生が認められるか疑われる場合、すべての医療現場を対象に調査と介

入にあたることが出来る。その結果は病院長及び院内感染対策委員会に報告する。

⑨ 当院での院内感染防止に関する情報共有・研修・教育に中心的役割を果たす。

⑩ 保健センターと連携して職員の健康管理（職業感染防止対策）に関する業務を分担する。

⑪ 地域と連携する医療の実践にあたり、栃木県・県南健康福祉センターをはじめとする行政

機関や栃木地域感染制御コンソーティアム（ ’ ）と提携や情報共有を図る。

⑫ 、 及び感染管理リンクスタッフの活動を支援する。

⑬ 院内感染対策指針・感染防止対策マニュアルの作成・改訂を担当する。

⑭ ・ と協力して、マンスリーレポートを発行し、院内感染対策に必要な知識・情報等を

広く院内に周知する。

５）インフェクションコントロールチーム（ ）

 （自治医科大学附属病院インフェクションコントロールチーム運営細則（別紙参照））

① は の下部組織である。

② は感染制御部とともに感染および院内感染の発生防止対策に関わる事項について活

動する。とくに医療現場で発生する具体的な問題点の可視化および解決を主な役割とする。

③ は院内委員会の一つに位置づけられる。 委員は 活動を正式な病院の業務と

するために病院長からの任命を受ける。

④ は月１回程度の総会を開催し、院内感染対策に関する問題点を共有し、解決策を検討

する。必要に応じて に意見を具申する。

⑤ は年３０回程度の院内巡視を実施し、院内感染対策における問題点を明らかにして総

会で報告する。

⑥ は院内感染対策における問題点やその解決策を病院内で広く周知する。

６）抗菌薬適正使用支援チーム（ ）

 （抗菌薬適正使用支援チームの業務内容（別紙参照））

① は の下部組織である。

② は、全病院組織横断的にすべての診療科におけるすべての症例および抗菌薬に関連

する全ての事項を対象とし、感染症科とも協力して、抗菌薬の適正使用のための業務を担

当する。

③ は抗菌薬使用に関する情報をまとめ、 に報告する。

④ は薬剤耐性菌に関する情報をまとめ、 に報告する。

⑤ は各診療科のクリニカルパスにおける抗菌薬使用状況を確認し、適正使用のための助

言・指導を行う。

⑥ は抗菌薬適正使用の手引きを作成する。

⑦ は各診療科からの広域抗菌薬・特定抗菌薬の使用届出を確認し、不適正な使用があ

れば是正のための助言・指導を行う。
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７）その他

省略

３３．．院院内内感感染染対対策策ののたためめのの従従事事者者にに対対すするる研研修修にに関関すするる基基本本方方針針

省略

４４．．感感染染症症のの発発生生状状況況のの報報告告ととそそれれにに対対すするる対対応応にに関関すするる基基本本方方針針

 ササーーベベイイラランンススとと発発生生事事例例へへのの対対応応

日常的に当院における感染症の発生状況を把握するシステムとして、対象限定サーベイラン

スを必要に応じて実施し、その結果を感染対策に生かす。

１）感染制御部は、カテーテル関連血流感染、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎、尿路感

染、その他の対象限定サーベイランスを可能な範囲で実施する。

２）臨床検査部・細菌検査室は、業務として検体からの病原体分離および存在の確認を行う。

また、分離細菌の薬剤耐性パターンなどの解析を行う。この疫学情報を日常的に臨床側

および感染制御部へフィードバックする。感染制御部はこの情報を基に微生物の分離率

ならびに感染症の発生動向を注視する。また、感染制御部はこの情報を基に、主治医お

よび病棟とよく連携し、必要によっては病院全体までも、適切な院内感染防止対策および

終息策を指導する。

３）微生物検査を外部委託する場合、外部委託業者とも緊密な連絡を維持し、検体搬送にも万

全の配慮を心がける。

４）サーベイランスにおける診断基準は、原則として厚生労働省院内感染対策サーベイランス

事業 や日本環境感染学会 委員会の基準に準拠する。

５） 報告を義務付けられている感染症が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。

  アアウウトトブブレレイイククのの定定義義

自治医科大学附属病院における感染症アウトブレイクを以下のように定義する。

「下記の条件ア）～ウ）のいずれかに該当し、検証の結果、感染制御部長がアウトブレイクと認

めたもの。」

【条件】

ア） 感染対策上、対応が必要な病原体または感染症の報告（検出）件数が、平常時の平均値

に対して標準偏差の 倍を超えて増加する。

イ） 対応が必要な病原体または感染症のうち、院内でこれまで報告（検出）されていない

ものが、同時期に複数報告（検出）される。

ウ） その他、特定の病原体または感染症が急速に院内伝播している可能性が疫学的に示唆

される。

  アアウウトトブブレレイイククああるるいいはは異異常常発発生生ととそそれれにに対対すするる対対応応

１）すべての医療従事者は何らかの異常から感染のアウトブレイクを疑う場合、必ず直ちに感

染制御部に連絡する。

２）施設内の各部署での微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のア

ウトブレイクあるいは異常発生を疑う場合も上記（１）と同様とする。

３）アウトブレイクの可能性が高い場合は、感染制御部は院内感染対策委員長に報告・相談し、

病院長に報告する。
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４）アウトブレイクの可能性が高いと結論された場合は、重大性に応じて、その事例に対応する

（特別）対策委員会を設定する。

５）病院長を中心に、感染制御部、院内感染対策委員長、（特別）対策委員会は調査・介入を

行い、アウトブレイクの終息、原因解明に努める。

６）最終的には、報告書を作成し、病院内で窓口を一本化して、個人情報保護を遵守しながら

情報公開を行う。

７）必要に応じて、外部からの協力と支援を要請する。

５５．．患患者者等等にに対対すするる当当該該指指針針のの閲閲覧覧にに関関すするる基基本本方方針針

省略

６６．．そそのの他他のの当当該該病病院院等等ににおおけけるる院院内内感感染染対対策策のの推推進進ののたためめにに必必要要なな基基本本方方針針

  手手指指衛衛生生

手指衛生は、感染対策の基本であるので、これを遵守する。

１）手指衛生の重要性を認識して、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。

２）手洗い、あるいは手指消毒のための設備・備品を整備し、患者ケアの前後には必ず手指衛

生を遵守する。

３）手指消毒は手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒（洗い流しなし）、もしくは石けんあ

るいは抗菌性界面活性剤（クロルヘキシジン・スクラブ剤、ポピドンヨード・スクラブ剤等）と

流水による手洗いを基本とする。

４）目に見える汚れがある場合および下痢患者の処置後には、石けんあるいは抗菌性界面活

性剤と流水による手洗いを行う。その後に手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒を

行うことが望ましい。

５）目に見える汚れがない場合は、手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒を基本とする。

６）アルコールに抵抗性のある微生物汚染を考慮する場合は、適宜石けんあるいは抗菌性界

面活性剤と流水による手洗いを行う。

  微微生生物物汚汚染染経経路路遮遮断断

微生物汚染 以下汚染 経路遮断策として、標準予防策および、 付加的対策で詳述する

感染経路別予防策を実施する。

１）血液・体液・分泌物・排泄物・あるいはそれらによる汚染物などの感染性物質による接触汚

染または飛沫汚染を受ける可能性のある場合には、手袋、ガウン、マスクなどの個人用

防護 を適切に配備し、その使用法を正しく認識、

遵守する。

２）呼吸器症状のある患者には、咳による飛沫汚染を防止するために、サージカルマスクの着

用を要請して、汚染の拡散を防止する。

３）空気感染及びエアロゾル感染を起こす微生物の感染患者では感染微生物種および排菌の

状況を検討し、医療従事者は 呼吸器防護具の着用およびその他の の使用を行

う。

  環環境境清清浄浄化化

患者環境は、常に通常の清潔度を維持する。

１）患者環境は質の良い清掃の維持に配慮する。

２）でき得る限り、清潔と不潔との区別に心がける。
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３）流しなどの水場の排水口および湿潤部位などは必ず汚染しているものと考え、水の跳ね返

りによる汚染に留意する。

４）スポンジは汚染しているものと考え、使用に注意する。使用は最小限に留める。

５）スポンジ、清掃タワシ（トイレ用を含む）などは汚染を広げる可能性があるため、広範囲使用

はせず、場所それぞれでの特定範囲使用とする。

６）床に近い棚（床から 以内）に、清潔な器材を保管しない。

７）薬剤・医療器材の長期保存を避ける工夫をする。大量保管はしない。

８）手が高頻度で接触する部位は 日 回以上清拭または必要に応じて消毒する。

９）床などの水平面は時期を決めた定期清掃を行い、壁やカーテンなどの垂直面は、汚染が明

らかな場合に清掃又は洗濯する。

）蓄尿や尿量測定が不可欠な場合は、汚物室などの湿潤部位の日常的な消毒や衛生管理

に配慮する。

）清掃業務を委託している業者に対して、感染対策に関連する重要な基本知識に関する清

掃員の教育・訓練歴などを確認し、必要に応じて教育、訓練を行う。また、具体的業務内

容について感染制御部担当者が打ち合わせる。

  交交差差感感染染防防止止

１）状況に応じて、易感染患者を保護隔離して病原微生物から保護する。

２）感染リスクの高い易感染患者を個室収容する場合には、そこで用いる体温計、血圧測定装

置などの用具類は、他の患者との共用は避け、専用のものを配備する。標準予防策の徹

底を習慣づける。

３）各種の感染防護用具の対応を容易かつ確実に行う必要があり、感染を伝播する可能性の

高い伝染性疾患患者は個室収容、または、集団隔離収容して、感染の拡大を防止する。

４）集中治療部、中央手術部などの清潔領域への入室時、交差感染防止策として、履物交換、

着衣交換などを常時実施する必要性はないが、当院では当分現状に即した方法を実施

する。

  消消毒毒薬薬適適正正使使用用

消毒薬は、一定の抗菌スペクトル（範囲）がある。適用対象と対象微生物を十分に考慮して適

正に使用する。

１）生体消毒薬と環境用消毒薬は区別して使用する。ただし、アルコールは両者に適用される。

２）生体消毒薬は皮膚損傷、組織毒性などに留意して、適用を考慮する。

３）塩素製剤などを環境に適用する場合は、その副作用に注意し、濃度の高いものを広範囲に

使用しない。特に高アルカリ性による皮膚障害に注意する。

４）グルタラール、フタラールなど、人体毒性の強い消毒薬は、環境の消毒には使用しない。

５）環境の汚染除去（清浄化）の基本は清掃である。環境消毒を必要とする場合には、清拭消

毒法または環境消毒用紫外線照射装置により行う。

  抗抗菌菌薬薬適適正正使使用用

抗菌薬耐性菌が発生あるいはまん延する危険性を考慮して、全病院的に抗菌薬適正使用に

努める。抗菌薬投与に際しては、対象微生物を考慮し、投与期間は適正なものとする。当院に

は組織横断的なコンサルテーションを受けて、チーム医療の一環として感染症診療を提供する

感染症科があり、必要に応じて感染症科の併診を積極的に推奨する。また、抗菌薬適正使用

支援チーム（ ）は、全病院組織横断的にすべての診療科におけるすべての症例を対象とし、

感染症科と協力して、抗菌薬の適正使用のための業務にあたる。
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１） 抗菌薬投与に際しては、抗菌薬適正使用の手引きを参照する。

２） 抗菌薬投与に際しては、必要に応じた感染症科の併診を積極的に推奨する。

３） 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮して適正量を投与する。

４） 分離細菌の薬剤感受性検査結果に基づいて抗菌薬を選択することを原則とする。

５） 細菌培養検査結果を得る前でも、必要な場合は経験的治療 を行う。

５）必要に応じた血中濃度測定 により、適正かつ効果的

投与を行う。

６）特別な理由なく抗菌薬を ２週間以上にわたって連続投与することは望ましくない。長期投

与が必要な症例は原則として感染症科へコンサルテーションして併診を受けるべきである。

７）手術に際しては、対象とする臓器内濃度と対象微生物とを考慮して、有効血中濃度を維持

するよう投与することが重要である。

８）抗メチシリン耐性ブドウ球菌（ ）薬、静注用キノロン系抗菌薬、カルバペネム系抗菌薬な

どの使用状況を把握し、適正な使用に努める。

９）バンコマイシン耐性腸球菌（ ）、 、多剤耐性緑膿菌（ ）など特定の多剤耐性菌を

保菌していても、無症状の場合は、抗菌薬の投与による除菌を行う必要はない。ただし、

状況に応じた隔離対策などの厳正な院内感染防止対策の適用は必要である。

施設内における薬剤感受性パターン（アンチバイオグラム）を把握しておく。

） は、届出制の対象となっている特定抗菌薬の使用状況を確認し、必要時には主治医

への助言または感染症科へのコンサルテーションを勧告する。また、許可制の対象となっ

ている特定抗菌薬の使用状況につき感染症科と情報を共有する。 
は、臨床検査部・細菌検査室、感染制御部と協力して、病院内の細菌分離・感受性

の状況を把握し、血液培養陽性症例などで必要と認めた場合は主治医への助言または

感染症科へのコンサルテーションを勧告する。 
は、抗菌薬の院内採用品目について年 1 回を目途に定期的に見直し、必要がある

場合はその結果を薬事委員会に報告する。また、各診療科と協力して、外科手術時の抗

菌薬予防投与などを含むクリニカルパスの内容を確認し、抗菌薬の適正使用を推進する。 
） は、院内における「抗菌薬適正使用の手引き」を作成する。 

 
  付付加加的的対対策策

省略

地地域域支支援援

省略

予予防防接接種種（（ワワククチチンン接接種種））

予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。

抗原・抗体保有調査および予防接種実施に関しては、保健センター及び自治医科大学人事課

と調整を行い、実施方針を策定する。

患者、医療従事者共に接種率を高める工夫をする。

ワクチン接種が複種にわたるときには、適切な間隔で接種を行う。

１）インフルエンザウイルス

当院（大学）職員の全員に対し、年に 回の接種を実施している。

希望で実施するが、接種を強く推奨する。

流行時期を考え、 月を中心に接種を実施する。

２）肝炎ウイルス
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当院の業務上必要が認められるものに対して、 型および 型肝炎ウイルスの抗原・抗体

を毎年 回実施する。

型肝炎ウイルス抗体非保有者には希望によりワクチン接種を行う。

３）破傷風菌

当院の業務上必要が認められるものに対して、毎年 回、希望によりワクチン接種を行う。

（ 年毎の接種を推奨する。）

４） 種ウイルス（麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎の各原因ウイルス）

就職前に 種ウイルスに対する抗体価を 法にて測定し、結果を就職時に提示させる。

これらウイルスに対する抗体価の十分な保有のないものには当該ウイルスのワクチン接

種を推奨し、希望により接種を行う。

５）新型コロナウイルス（ ）

  最新のガイドライン等に基づいた推奨、接種機会の提供を行う。

職職業業感感染染防防止止

医療職員の医療関連感染対策について十分に配慮する。（ をも参照）

１） 針刺し防止のためリキャップを禁止する。

２） 鋭利器材は使用後直ちに廃棄できるように携帯式の廃棄容器などを準備する。

３）血液検体を取り扱う際には清潔（未滅菌）手袋を着用する。

４）注射針やその他の鋭利な器具は耐貫通性の専用廃棄容器に廃棄する。

５）医療廃棄容器は適切に配備し、配備状況を感染制御部や で確認する。

６）採用された誤刺防止機構付き安全器材の使用を推進し、適切な使用方法を指導する。

７）針刺し・切創事故が発生した場合には、保健センターと連携して、事例を登録すると共に、

状況に応じて適切な曝露後予防策やフォローアップ検査を提供する。

８）前項 に記載した如く、設定されている抗原・抗体保有調査およびワクチン接種実施を推

進し、ワクチン接種の必要な職員のワクチン接種率の上昇に努力する。

９）抗原・抗体保有調査およびワクチン接種実施の記録を保存し、要望があれば、本人を確認

の上、本人にのみ記録を開示する。（ただし個人情報に十分配慮した上で、研究・調査用

途などでの利用は認める。）

）感染経路別予防策に即した個人防護具（ ）を着用する。

）結核などの空気感染予防策が必要な患者に接する場合には、 以上の微粒子用呼吸器

防護具を着用する。

）結核排菌症例のケアにあたった医療従事者については、所轄保健所（県南健康福祉セン

ター）と協議の上で接触者検診を実施する。また、リスクの低い状況にあっても院内感染

対策委員会またはその専門部会で判断して、福利厚生の観点から接触者のフォローアッ

プを行うことがある。

第第三三者者評評価価

省略

患患者者へへのの情情報報提提供供とと説説明明

省略
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